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（民事）

●1優生保護法中のいわゆる優生規定（同法3条1項1号から3号まで、 10条及び13条2項）は、

憲法13条及び14条1項に違反する

2上記優生規定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受

ける

3不法行為によって発生した損害賠償請求権が民法（平成29年法律第44号による改正前のも

の） 724条後段の除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の

理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則

に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる

4同条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされ

た事例

（令和5年（受）第1319号・令和6年7月3日大法廷判決棄却）

●労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和2年法律第14号による改正前のもの） 12条3項

所定の事業の事業主は、当該事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消

訴訟の原告適格を有しない

（令和5年（行上）第108号・令和6年7月4日第一小法廷判決破棄自判）

●退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定

める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があ

るとはいえないとされた事例

（令和4年（受）第1780号・令和6年7月8日第一小法廷判決破棄自判）

●民事事件の訴訟記録に係る閲覧等の制限の申立てについての却下決定に補足意見が付された事

例

（令和4年（マ）第246号・令和6年7月8日第一小法廷決定却下）

●1宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効である

とされた事例

2宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の

判断に違法があるとされた事例

（令和4年（受）第2281号・令和6年7月11日第一小法廷判決破棄差戻し）

●租税特別措置法施行令（平成28年政令第159号による改正前のもの） 39条の117第8項5

号括弧書きにいう 「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保

険の目的とする保険」とは、関連者以外の者の資産又は損害賠償責任に係る経済的不利益を担
保する保険をいう

（令和4年（行上）第373号・令和6年7月.18日第一小法廷判決破棄自判）

I

1

1

I

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

１
１
１
１

■

’

◆

－－－－－●ー －－ 一一一 一一一つ一 ー ー－｡ ー



令和6年8月1日第1843号裁判所時報

(刑事）

●不正に入手した暗号資産NEMの秘密鍵で署名した上でNEMの移転行為に係るトランザクショ

ン情報をNEMのネットワークに送信した行為が刑法246条の2にいう 「虚偽の情報」を与

えたものとされた事例

（令和4年（あ）第1460号・令和6年7月16日第三小法廷判決棄却）

◎最高裁判所判例要旨一一一一一一・一一一一一一一一一一一・一・-－27
（民事）

●1株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の譲渡当事者間における効力

2株券発行会社の株式の譲受人が民法（平成29年法律第44号による改正前のもの）423条

1項本文により譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することの可否

（令和4年（受）第1266号・令和6年4月19日第二小法廷判決破棄差戻し）

（刑事）

●児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2

条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを

製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとき

に、同条5項を適用することの可否

（令和5年（あ）第1032号・令和6年5月21日第三小法廷判決棄却）

◎最高裁判所裁判例要旨－－－－－－－－－－…………一一一……一………－28
（民事）

●外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38

条の2第1項にいう 「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があ

るとされた事例

（令和5年(受)第365号・令和6年4月16日第三小法廷判決一部破棄差戻し、一部棄却）

●労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意があ

る場合において、使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき、配

置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

（令和5年(受)第604号・令和6年4月26日第二小法廷判決破棄差戻し）

◎記事一一-一・一一一一一一一一

●叙位・叙勲（5月分、死亡者のみ）

●遺族追賞（7月分）

●人事異動（7月6日～7月18日）

29

◎最高裁判所規則………一・・一一……．一一ラーーーーーー…一……－－…一－－－－ 30
●金融商品取引法等による第三者の財産等の没収手続に関する規則の一部を改正する規則について
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令和6年8月1日第1843号裁判所時報

間、 3条1項3号については、昭和23年9月11日

から平成8年3月31日までの間、 13条2項につい

ては、昭和27年5月27日から平成8年9月25日

までの間において施行されていたもの。以下、併せて

「本件規定」という。 ）に基づいて、生殖を不能にす

る手術（以下「不妊手術」という。 ）を受けたと主張

する者である。

本件は、被上告人らが、上告人に対し、本件規定は

憲法13条、 14条1項等に違反しており、本件規定

に係る国会議員の立法行為は違法であって、第1審原

告らは上記不妊手術が行われたことによって精神的・

肉体的苦痛を被ったなどと主張して、国家賠償法1条

1項に基づく損害賠償を求める事案である。上記不妊

手術が行われたことを理由とする第1審原告らの上告

人に対する同項に基づく損害賠償請求権（以下「本件

請求権」という。 ）が、平成29年法律第44号によ

る改正前の民法（以下「改正前民法」 という。 ） 72

4条後段の期間の経過により消滅したか否かが争われ

ている。

2原審の適法に確定した事実関係等の概要（公知

の事実を含む。 ）は、次のとおりである。

(1)ア優生保護法は、昭和23年6月28日に成立

し、同年7月13日に公布され、同年9月11日に施

行された法律である。

制定時の優生保護法1条は、この法律は、優生上の

見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性

の生命健康を保護することを目的とする旨を定め、同

法2条1項は、この法律で優生手術とは、生殖腺を除

去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもっ

て定めるものをいう旨を定めていた。そして、優生保

護法施行規則（昭和24年厚生省令第3号） 1条は、

優生手術の術式として、精管切除結さつ法、精管離断

変位法、卵管圧挫結さつ法及び卵管間質部けい状切除

法を定めていた。

制定時の優生保護法3条1項は、医師は、同項各号

の一に該当する者（ただし、未成年者、精神病者及び

精神薄弱者を除く。 ）に対して、本人の同意及び配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にあ

る者を含む。以下同じ。 ）があるときはその同意を得

て、優生手術を行う.ことができる旨を定め、こ・れに該

当する者として、①本人又は配偶者が遺伝性精神変質

症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形

を有しているもの（1号） 、②本人又は配偶者の4親

等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精

神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性

身体疾患又は遺伝性奇形を有し、かつ子孫にこれが遺

伝するおそれのあるもの（2号） 、③本人又は配偶者

がらい疾患にかかり、かつ子孫にこれが伝染するおそ

裁判例

民事

◎1 優生保護法中のいわゆる優生規定（同
法3条1項1号から3号まで、 10条及

び13条2項）は、憲法13条及び1

4条1項に違反する

上記優生規定に係る国会議員の立法

行為は、国家賠償法1条1項の適用

上違法の評価を受ける
不法行為によって発生した損害賠償

請求権が民法（平成29年法律第44
号による改正前のもの） 724条後段の

除斥期間の経過により消滅したもの

とすることが著しく正義･公平の理

念に反し、到底容認することができ

ない場合には、裁判所は、除斥期間

の主張が信義則に反し又は権利の濫

用として許されないと判断すること

ができる

同条後段の除斥期間の主張をするこ

とが信義則に反し権利の濫用として

許されないとされた事例

2

3

4

件名国家賠償請求事件

最高裁判所令和5年（受）第1319号

令和6年7月3日大法廷判決棄却

上告人国

被上告人X1 ほか2名

原 審大阪高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担と載る。

理 由

上告代理人春名茂ほかの上告受理申立て理由につい

て

1被上告人ら及びその被承継人ら（以下、併せて

「第1審原告ら」という。 ）は、 自ら又は配偶者が、

優生保護法（昭和23年法律第156号。平成8年法

律第105号による改正後の題名は母体保護法。以下、

同改正の前後を通じて「優生保護法」という。 ） 3条

1項1号から3号まで、 10条又は13条2項の規定

（ただし、 3条1項1号、 2号及び10条については、

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの

1
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れのあるもの（3号）等を定めていた。

また、制定時の優生保護法は、 4条において、医師

は、診断の結果、同法別表に掲げる疾患にかかってい

ることを確認した場合において、その者に対し、その

疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益

上必要であると認めるときは、都道府県優生保護委員

会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請す

ることができる旨を定め、 5条から9条までにおいて、

同審査の手続等について定めていた。そして、同法1

0条は、優生手術を行うことが適当である旨の決定に

異議がないとき又はその決定若しくはこれに関する判

決が確定したときは、都道府県優生保護委員会の指定

した医師が優生手術を行う旨を定めていた。なお、同

法別表は、遺伝性精神病（1号） 、遺伝性精神薄弱

（2号）等の疾病や障害を掲げていた。

イ優生保護法は、昭和24年法律第154号（同

年6月1日施行） 、同年法律第216号（同月24日

施行）及び昭和27年法律第141号（同年5月27

日施行。以下「昭和27年改正法」 という。 ）により

改正された。これらの改正においては、優生保護法3

条1項1号及び2号が改められ、それぞれ、①本人若

しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若し

くは遺伝性奇形を有し、又は配偶者が精神病若しくは

精神薄弱を有しているもの（1号） 、②本人又は配偶
者の4親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、

遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又

は遺伝性奇形を有しているもの（2号） とされたほか、

同法中「都道府県優生保護委員会」が「都道府県優生

保護審査会」に、同法4条中「申請することができる。 」

が「申請しなければならない。 」に改められ、同法別

表に掲げる疾病や障害の分類、名称等が改められるな

どした。

また、昭和27年改正法による改正後の優生保護法

は、 12条において、医師は、同法別表1号又は2号

に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱にか

かっている者について、精神衛生法（昭和25年法律

第123号） 20条又は21条に規定する保護義務者

の同意があった場合には、都道府県優生保護審査会に

優生手術を行うことの適否に関する審査を申請するこ

とができる旨を定めていた。そして、上記改正後の優

生保護法13条2項は、優生手術を行うことが適当で

ある旨の都道府県優生保護審査会の決定があったとき

は、医師は、優生手術を行うことができる旨を定めて

いた。

なお、優生保護法施行規則は、昭和27年厚生省令

第32号により全部改正されたが、改正の前後で1条

の定める優生手術の術式に変更はない。

（2）厚生事務次官は、昭和28年6月12日、 「優

生保護法の施行について」と題する通知（同日厚生省

発衛第150農以下「昭和28年次官通知」という。 ）

を各都道府県知事宛てに発出した。昭和28年次官通

知には、審査を要件とする優生手術について、本人の

意見に反しても行うことができるものである旨、この

場合に許される強制の方法は、手術に当たって必要な

最小限度のものでなければならないので、なるべく有

形力の行使は慎まなければならないが、それぞれの具

体的な場合に応じては、真にやむを得ない限度におい

て身体の拘束、麻酔薬施用又は欺岡等の手段を用いる

ことも許される場合があると解しても差し支えない旨

等が記載されていた。

厚生省公衆衛生局庶務課長は、昭和29年12月2

4日、 「審査を要件とする優生手術の実施の推進につ

いて」と題する通知（同日衛庶第119号）を各都道

府県衛生部長宛てに発出した。同通知には、審査を要

件とする優生手術について、当該年度における11月

までの実施状況をみると、以前に提出願った実施計画

を相当に下回る現状にあるので、なお一層の努力をい

ただき計画どおり実施するように願いたい旨が記載さ

れていた。また、同局精神衛生課長は、昭和32年4

月27日、各都道府県衛生主管部（局）長に宛てて、

例年、優生手術の実施件数が予算上の件数を下回って

いる実情であり、当該年度における優生手術の実施に

ついてその実をあげられるようお願いする旨を通知し

た。

(3)ア被上告人X】は、昭和7年生まれの男性であり、

出生時から両耳が聞こえなかった。 aは、同年生まれ

の女性であり、 3歳の頃、病気のために聴力を失った。

被上告人X1とaは、昭和35年5月に結婚式を挙げ、

昭和36年12月に婚姻の届出をした。

aは、昭和35年7月又は同年8月頃に妊娠したこ

とが判明したところ、その日の翌日、母親に連れられ

て病院に行き、人工妊娠中絶を受けるとともに、不妊

手術を受けた。同不妊手術は、 aの母親の同意をもっ

てa及び被上告人X』の同意があったものとして､優生

保護法3条1項1号の規定（昭和27年改正法による

改正後のもの）に基づいて行われたものであった。

イ bは、昭和▲年生まれの男性であり、▲歳の頃、

両耳の慢性中耳炎が悪化して難聴となった。被上告人

X2は、昭和▲年生まれの女性であり、出生時から両耳

が聞こえなかった。 bと被上告人X2は、昭和43年頃

に結納を交わし、昭和43年▲月に婚姻の届出をした。

bは、昭和43年1月ないし同年3月頃、母親に連

れられて病院に行き、不妊手術を受けた。同不妊手術

は、 bの母親の同意をもってbの同意があったものと

して、優生保護法3条1項1号の規定（昭和27年改

正法による改正後のもの）に基づいて行われたもので

2
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括所見において、 日本政府は本件総括所見における勧

告を実施ずべきであるとした。さらに、女子に対する

差別の撤廃に関する委員会は、平成28年3月、 日本

政府の報告についての最終見解において、優生保護法

に基づく強制的な不妊手術を受けた全ての被害者に支

援の手を差し伸べ、被害者が法的救済を受け、補償と

リハビリテーションの措置の提供を受けられるように

するため、具体的な取組を行うことを勧告するとした。

しかし、平成31年4月までの間、本件規定に基づ

いて不妊手術を受けた者に対し、補償の措置が講じら

れることはなかった。

（6）平成30年9月28日、被上告人X1、 a、 b及

び被上告人X2が本件訴えを提起し、平成31年2月2

7日、被上告人X3が本件訴えを提起した。

上告人は、本件訴訟において、本件請求権は改正前

民法724条後段の期間の経過により消滅した旨を主

張した。

（7）平成31年4月24日、 「旧優生保護法に基づ

く優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関

する法律」 （以下「一時金支給法」という。 ）が成立

し、一部の規定を除いて施行された。

一時金支給法は、前文において、優生保護法に基づ

き、あるいは同法の存在を背景として、多くの方々が、

特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成8年

に関係規定が削除されるまでの間において不妊手術等

を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けて

きたとし、そのことに対して、我々は、それぞれの立

場において、真蟄に反省し、心から深くおわびするな

どとしている。そして、一時金支給法は、 3条におい

て、国は、本件規定に基づいて不妊手術を受けた者を

含む所定の者に対し、一時金を支給する旨を定め、 4

条において、一時金の額は320万円とする旨を定め、

5条1項において、内閣総理大臣は､一時金の支給を

受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける

権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、一時

金を支給する旨を定めている。他方、同法は、一時金

の法的性格を明らかにしておらず、一時金の支給を受

けるべき者が同一の事由について損害賠償その他の損

害の填補を受けた場合の調整等についての定めも設け

ていないなど、上告人に損害賠償責任があることを前

提とはしていない。

(8)ア令和2年11月、 bが死亡し、相続人である

被上告人X2がbの権利義務を承継した。

イ令和4年6月、 aが死亡し、相続人である被上

告人X1がaの権利義務を承継した。

3原審は、上記事実関係等の下において、本件規

定は憲法13条及び14条1項に違反し、本件規定に

係る国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項の適用

あった。

ウ被上告人X3は、昭和30年生まれの女性であり、

先天性の脳性小児麻癖である旨の医師の診断を受けて

いた。

被上告人X3は、昭和43年3月、不妊手術を受けた。

同不妊手術は、優生保護法13条2項の規定（昭和2

7年改正法による改正後のもの）に基づいて行われた

ものであった。

(4)ア平成8年4月1日、 らい予防法の廃止に関す

る法律（同年法律第28号）が施行され、同法により

優生保護法3条1項3号の規定が削除された。

平成8年9月26日、優生保護法の一部を改正する

法律（同年法律第105号）が施行された。同法によ

る優生保護法の改正（以下「平成8年改正」という。 ）

においては、同法の題名が「母体保護法」に、同法1

条中「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する

とともに」が「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事

項を定めること等により」に改められ、同法3条1項

1号、 2号、 4条から13条までの各規定が削除され

るなどした。

イ厚生労働省の保管する資料によれば、昭和24

年以降平成8年改正までの間に本件規定に基づいて不

妊手術を受けた者の数は約2万5000人であるとさ

れている。

(5)ア市民的及び政治的権利に関する国際規約に基

づいて設置された人権委員会（以下「自由権規約委員

会」という。 ）は、平成10年11月、 日本政府の報

告についての総括所見(以下「本件総括所見」という。 ）

を採択した。本件総括所見において、 自由権規約委員

会は、障害を持つ女性の強制不妊の廃止を認識する一

方、法律が強制不妊の対象となった人達の補償を受け

る権利を規定していないことを遺憾に思い、必要な法

的措置がとられることを勧告するとした。また、 日本

弁護士連合会は、平成13年11月、 日本政府は、 自

由権規約委員会から勧告を受.けている優生保護法下の

強制不妊手術の被害救済に取り組むべきであり、同法

の下で強制的な不妊手術を受けた女性に対して、補償

する措置を講ずべきである旨の意見を公表した。

しかし、 日本政府は、平成18年12月に自由権規

約委員会に提出した報告において、優生保護法に基づ

き適法に行われた手術については、過去に遡って補償

することは考えていないとした。

イ 日本弁護士連合会は、平成19年12月、上記

報告につき、国は、過去に発生した障害を持つ女性に

対･する強制不妊措置について、政府としての包括的な

調査と補償を実施する計画を早急に明らかにすべきで

ある旨の意見を公表した。また、 自由権規約委員会は、

平成20年10月及び平成26年8月に採択した各総
■

3
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上違法であり、第1審原告らは自ら又は配偶者が本件

規定に基づいて不妊手術を受けたことによって糊申的・

肉体的苦痛を被ったものであって、 a及びbの慰謝料

は各1300万円、被上告人X1及び同X2の慰謝料は

各200万円、被上告人X3の慰謝料は1500万円と

認めるのが相当であるなどとした上で、要旨次のとお

り判断して、被上告人らの請求をいずれも一部認容し

た。

改正前民法724条後段の規定は、不法行為によっ

て発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたもので

あると解されるところ、本件請求権の除斥期間は、本

件訴えが提起される前に経過している。しかしながら、

除斥期間の経過による効果を認める･のが著しく正義・

公平の理念に反する特段の事情がある場合には、条理

にもかなうよう、時効停止の規定（同法158条から

160条まで）の法意等に照らして、例外的に上記効

果を制限できると解すべきであるところ、本件請求権

については、上記特段の事情があるものとして、本件

規定が憲法の規定に違反していることを上告人が認め

た時又は本件規定が憲法の規定に違反していることが

最高裁判所の判決により確定した時のいずれか早い時

から6か月を経過するまでの間は、上記効果が生じな

いというべきである。そして、第1審原告らは、上記

効果が生ずる前に本件訴えを提起したといえるから、

本件請求権が除斥期間の経過により消滅したとはいえ

ない。

4所論は、最高裁昭和59年（オ）第1477号

平成元年12月.21日第一小法廷判決・民集4.3巻1

2号2209頁（以下「平成元年判決」 という。 ）そ

の他の判例によれば、本件請求権は、改正前民法72

4条後段の期間の経過により消滅したというべきであ

り、原審の判断には同条後段の解釈の誤り及び判例違

反があるというものである。

5平成元年判決は、改正前民法724条後段の規

定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除

斥期間を定めたものであり、不法行為に基づく損害賠

償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合

には、裁判所は、当事者からの主張がなくても、除斥

期間の経過により同請求権が消滅したものと判断すべ

きであって、除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫

用であるという主張は、主張自体失当である旨を判示

している。

しかしながら、本件の事実関係の下において、除斥

期間の経過により本件請求権が消滅したものとして上

告人が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公

平の理念に反し、到底容認することができない。平成

元年判決が示じた上記の法理をそのまま維持すること

はできず、除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用

となる場合もあり得ると解すべきであって、本件にお

ける上告人の除斥期間の主張は、信義則に反し、権利

の濫用として許されないというべきである。以下、こ

れを詳述する。

6(1)ア本件訴訟において、被上告人らは、本件規

定は憲法13条、 14条1項等に違反しており、本件

規定に係る国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項
の適用上違法であるなどと主張して、本件規定に基づ

いて不妊手術が行われたことにより第1審原告らに生

じた損害の賠償を求めている。

イ本件規定は、①優生保護法の定める特定の疾病

や障害（以下「特定の障害等」という。 ）を有する者、

②配偶者が特定の障害等を有する者又は③本人若しく

は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が特定の障

害等を有する者を対象者とする不妊手術について定め

たものである。

憲法13条は、人格的生存に関わる重要な権利とし

て、 自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由

を保障しているところ（最高裁令和2年（ク）第99

3号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号

1792頁参照） 、不妊手術は、生殖能力の喪失とい

う重大な結果をもたらす身体への侵襲であるから、不

妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対

する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に

基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、

同条に反し許されないというべきである。

これを本件規定についてみると、平成8年改正前の

優生保護法1条の規定内容等に照らせば、本件規定の

立法目的は、専ら、優生上の見地、すなわち、不良な

遺伝形質を淘汰し優良な遺伝形質を保存することによっ

て集団としての国民全体の遺伝的素質を向上させると

いう見地から、特定の障害等を有する者が不良である

という評価を前提に、その者又はその者と一定の親族

関係を有する者に不妊手術を受けさせることによって、

同じ疾病や障害を有する子孫が出生することを防止す

ることにあると解される。しかしながら、憲法13条

は個人の尊厳と人格の尊重を宣言しているところ、本

件規定の立法目的は、特定の障害等を有する者が不良

であり、そのような者の出生を防止する必要があると

する点において、立法当時の社会状況をいかに勘案し

たとしても、正当とはいえないものであることが明ら

かであり、本件規定は、そのような立法目的の下で特

定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を

求める点において、個人の尊厳と人格の尊重の精神に

著しく反するものといわざるを得ない。

したがって、本件規定により不妊手術を行うことに

正当な理由があるとは認められず、本件規定により不

妊手術を受けることを強制することは、憲法13条に

4
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7年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087

頁参照） 。

(2)ア改正前民法724条は、不法行為をめぐる法

律関係の速やかな確定を意図した規定であると解され

るところ、上記(1)のとおり、立法という国権行為、そ

れも国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害す

ることが明白であるものによって国民が重大な被害を

受けた本件においては、法律関係を安定させることに

よって関係者の利益を保護すべき要請は大きく後退せ

ざるを得ないというべきであるし、国会議員の立法行

為という加害行為の性質上、時の経過とともに証拠の

散逸等によって当該行為の内容や違法性の有無等につ

いての加害者側の立証活動が困難になるともいえない。

そうすると、本件には、同条の趣旨が妥当しない面が

あるというべきである。

イその上で、上告人は、上記(1)のとおり憲法13

条及び14条1項に違反する本件規定に基づいて、昭

和23年から平成8年までの約48年もの長期間にわ

たり、国家の政策として、正当な理由に基づかずに特

定の障害等を有する者等を差別してこれらの者に重大

な犠牲を求める施策を実施してきたものである。さら

に、上告人は、その実施に当たり、審査を要件とする

優生手術を行う際には身体の拘束、麻酔薬施用又は欺

岡等の手段を用いることも許される場合がある旨の昭

和28年次官通知を各都道府県知事宛てに発出するな

どして、優生手術を行うことを積極的に推進していた。

そして、上記施策が実施された結果として、少なくと

も約2万5000人もの多数の者が本件規定に基づい

て不妊手術を受け、これにより生殖能力を喪失すると

いう重大な被害を受けるに至ったというのである。こ

れらの点に鑑みると、本件規定の立法行為に係る上告
人の責任は極めて重大であるといわざるを得ない。

また、法律は、国権の最高機関であって国の唯一の

立法機関である国会が制定するものであるから、法律

の規定は憲法に適合しているとの推測を強く国民に与

える上、本件規定により行われる不妊手術の主たる対

象者が特定の障害等を有する者であり、その多くが権

利行使について種々の制約のある立場にあったと考え

られることからすれば、本件規定が削除されていない

時期において、本件規定に基づいて不妊手術が行われ

たことにより損害を受けた者に、本件規定が憲法の規

定に違反すると主張して上告人に対する国家賠償法1

条1項に基づく損害賠償請求権を行使することを期待

するのは、極めて困難であったというべきである。本

件規定は、平成8年に全て削除されたものの、その後

も、上告人が本件規定により行われた不妊手術は適法

であるという立場をとり続けてきたことからすれば、

上記の者に上記請求権の行使を期待するのが困難であ

反し許されないというべきである。なお、本件規定中

の優生保護法3条1項1号から3号までの規定は、本

人の同意を不妊手術実施の要件としている。しかし、

同規定は、本件規定中のその余の規定と同様に、専ら

優生上の見地から特定の個人に重大な犠牲を払わせよ

うとするものであり、そのような規定により行われる

不妊手術について本人に同意を求めるということ自体

が、個人の尊厳と人格の尊重の精神に反し許されない

のであって、これに応じてされた同意があることをもっ

て当該不妊手術が強制にわたらないということはでき

ない。加えて、優生上の見地から行われる不妊手術を

本人が自ら希望することは通常考えられないが、周囲

からの圧力等によって本人がその真意に反して不妊手

術に同意せざるを得ない事態も容易に想定されるとこ

ろ、同法には本人の同意がその自由な意思に基づくも

のであることを担保する規定が置かれていなかったこ

とにも鑑みれば、本件規定中の同法3条1項1号から

3号までの規定により本人の同意を得て行われる不妊

手術についても、これを受けさせることは、その実質

において、不妊手術を受けることを強制するものであ

ることに変わりはないというべきである。

また、憲法14条1項は、法の下の平等を定めてお

り、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に

基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止す

る趣旨のものであると解すべきことは、当裁判所の判

例とするところである（最高裁昭和37年（オ）第1

472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻

4号676頁、最高裁昭和45年（あ）第1310号

同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265

頁等） 。しかるところ、本件規定は、①特定の障害等

を有する者、②配偶者が特定の障害等を有する者及び

③本人又は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が

特定の障害等を有する者を不妊手術の対象者と定めて

いるが、上記のとおり、本件規定により不妊手術を行

うことに正当な理由があるとは認められないから、上

記①から③までの者を本件規定により行われる不妊手

術の対象者と定めてそれ以外の者と区別することは、

合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに当たるもの

といわざるを得ない。

ウ以上によれば、本件想定は筆_憲法13条及び_1

4条1項に違反する＃､のであったというべ費である

そして、以上に述べたところからすれば、本件規定の

内容は、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵

害するものであることが明白であったというべきであ

るから、本件絹岸に係る国会議員の立法狂為は聖一国塞

驍僧法1条1項の適用1--撞法の評価洋琴ける少解す

るの趣相当である（最高裁平成13年（行ツ）第82

号、第83号、同年（行上）第76号、第77号同1

5
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ることに変わりはなかったといえる。そして、第1審

原告らについて、本件請求権の速やかな行使を期待す

ることができたと解すべき特別の事情があったことも

うかがわれない。

加えて、国会は、立法につき裁量権を有するもので

はあるが、本件では、国会の立法裁量権の行使によっ

て国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害する

ものであることが明白な本件規定が設けられ、これに

より多数の者が重大な被害を受けたのであるから、公

務員の不法行為により損害を受けた者が国又は公共団

体にその賠償を求める権利について定める憲法17条

の趣旨をも踏まえれば、本件規定の問題性が認識され

て平成8年に本件規定が削除された後、国会において、

適切に立法裁量権を行使して速やかに補償の措置を講

ずることが強く期待される状況にあったというべきで

ある。そうであるにもかかわらず、上告人は、その後

も長期間にわたって、本件規定により行われた不妊手

術は適法であり、補償はしないという立場をとり続け

てきたものである。本件訴えが提起された後の平成3

1年4月に一時金支給法が成立し、施行されたものの、

その内容は、本件規定に基づいて不妊手術を受け．た者

を含む一定の者に対し、上告人の損害賠償責任を前提

とすることなく、一時金320万円を支給するという

にとどまるものであった。

ウ以上の諸事情に照らすと、本件訴えが除斥期間

の経過後に提起されたということの一事をもって、本

件請求権が消滅したものとして上告人が第1審原告ら

に対する損害賠償責任を免れることは、著しく正義・

公平の理念に反し、到底容認することができないとい

うべきである。

7(1)以上のことを踏まえて、改正前民法724条

後段に関して平成元年判決が示した法理につき、改め

て検討する。

不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図す

る改正前民法724条の趣旨に照らせば、同条後段の

規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の

除斥期間を定めたものであり、同請求権は、除斥期間

の経過により法律上当然に消滅するものと解するのが

相当である。もっとも、こ.のことから更に進んで、裁

判所は当事者の主張がなくても除斥期間の経過により

上記請求権が消滅したと判断すべきであり、除斥期間

の主張が信義則違反又は権利濫用である旨の主張は主

張自体失当であるという平成元年判決の示した法理を

維持した場合には、不法行為をめぐる法律関係の速や

かな確定という同条の上記趣旨を踏まえても、本件の

ような事案において、著しく正義・公平の理念に反し、

到底容認することのできない結果をもたらすことにな

りかねない。同条の上記趣旨に照らして除斥期間の主

張が信義則違反又は権利濫用とされる場合は極めて限

定されると解されるものの、そのような場合があるこ

とを否定することは相当でないというべきである。

そして、このような見地に立って検討すれば、裁判

所が除斥期間の経過により上記請求権が消滅したと判

断するには当事者の主張がなければならないと解すべ

きであり、 卜記請求権が除斥期間の； 局により消滅1〃

〃､､亙匡〃､癖I今に反し、ｰルプ)ヨ一

至Il底寒認することがで蛍ない場合には．裁判所は‐除

斥期間の手張が信義目||に反し又は権利の糯用ル1/て許

_さ_れないシ判断するこしができる山艇するのが相当で

塗－これと異なる趣旨をいう平成元年判決その他の

当裁判所の判例は、いずれも変更すべきである。

（2）前記6のとおり、本件の事実関係の下において

本件請求権が除斥期間の経過により消滅したものとす

ることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認

することができない。 1/だがって、篭1審原告らの本

件請求権の行使に対1/て|‐告人が除斥期間の主張をす

る_ことは、信義則に反し、権利の糯用として許されな

いしいうべきである一

8以上によれば、本件請求権が除斥期間の経過に

より消滅したとはいえないとした原審の判断は、結論

において是認することができる。所論引用の判例（た

だし、平成元年判決を除く。 ）は、いずれも本件に適

切ではない。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。なお、裁判官三浦守、同草野耕一の各補足意

見、裁判官宇賀克也の意見がある。

裁判官三浦守の補足意見は、次のとおりである。

1判例を変更すべき範囲について補足的に意見を

述べる。

（1）本判決により変更される判例は、改正前民法7

24条後段の期間が除斥期間であることを理由として、

上記期間の経過による請求権消滅の主張が信義則違反

又は権利濫用である旨の主張は主張自体失当であると

解していたが、上記期間については、最高裁平成20

年（受）第804号|司2 .1年4月28日第三小法廷判

決・民集63巻4号853頁の田原睦夫裁判官の意見

のほか、多くの学説がこれを時効期間と解してきた。

そして、平成29年法律第44号（以下「民法改正法」

という。 ）による改正後の民法（以下「改正後民法」

という。 ） 724条も、 20年の期間を時効期間と規

定するに至り、平成元年判決が、改正前民法724条

後段が長期の時効を規定していると解することは同条

の趣旨に沿わない旨を判示していたことの合理性も問

題となる。そこで、当裁判所の判例が同条後段の期間

を除斥期間とする点についても、これを改めるべきか

否かについて検討する。

6
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の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の

制限については、なお従前の例による旨を規定し（附

則35条1項） 、それまでに形成された法律関係はそ

のまま維持されるものとしている。改正前民法724

条後段の期間を除斥期間とする法理についてまで判例

変更をした場合には、民法改正法の施行までの間に消

滅したものと認識されてきた請求権について、改めて、

時効に関する諸規定によってその存否を確定すべきこ

とになる．が、民法改正法がこのような法律関係の遡及

的な見直しを意図したものとは解されない。

（3）判例の変更は、法の安定と発展の両面に関わる

問題であるが、以上に鑑みると、長期にわたって加害

者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむ

を得ない事情がある場合にも被害者の救済を図るとい

う改正後民法の趣旨等を踏まえても、本判決による判

例変更の点に加え、除斥期間という期間の法的性質の

点についてもこれを改めることが相当とまではいえな

い。 ’

2本判決を踏まえた国の対応等について付言する。

本件は、立法府が、非人道的かつ差別的で、明らか

に憲法に違反する立法を行い、これに基づいて、長年

に及ぶ行政府の施策の推進により、全国的かつ組織的

に、極めて多数の個人の尊厳を否定し憲法上の権利を

侵害するに至った被害の回復に関する事案である。

国は、本件規定が削除された後も長年にわたり、被

害者の救済を放置してきたものであり、一時金支給法

による一時金の支給も、国の損害賠償責任を前提とす

るものではなく、その額も十分とはいえない。また、

これまでにその支給の認定を受けた者は、不妊手術を

受けた者の総数に比して極めて低い割合にとどまる。

このような状況において、平成元年判決等が示した

法理が今日まで維持されてきたことは、国が損害賠償

責任を負わない旨の主張を維持することを容易にする

など、問題の解決を遅らせる要因にもなったと考えら

れるが、国が必要な立法措置等により被害者の救済を

図ることが可能であったことはいうまでもない。

これらの事情に加え、被害者の多くが既に高齢とな

り、亡くなる方も少なくない状況を考慮すると、でき

る限り速やかに被害者に対し適切な損害賠償が行われ

る仕組みが望まれる。そのために、国において必要な

措置を講じ、全面的な解決が早期に実現することを期

待する。

裁判官草野耕一の補足意見は、次のとおりである。

私は多数意見の結論及び理由の全てに賛成するもの

であるが、多数意見が、第1審原告らの本件請求権の

行使に対して上告人が除斥期間の主張をすることは信

義則に反し、権利の濫用として許されない旨述べてい

る点（以下、これを「本意見」という。 ）に関して補

（2）改正前民法724条後段の期間は不法行為によっ

て発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたもので

あり、同請求権は除斥期間の経過により法律上当然に

消滅するという法理は、判例として確立したものであ

り、これに従って数多くの裁判例が積み重ねられ、社

会においてもそれが規範として通用してきた。これは、

不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する

ものとして相応の合理性を有している。

他方で、改正後民法724条は、 20年の期間を時

効期間と規定したが、この改正は、上記期間を除斥期

間とした場合には、中断や停止の規定の適用がないた

め、期間の経過による権利の消滅を阻止することがで

きず、また、信義則違反や権利濫用に当たる旨を主張

する余地がないことから、長期にわたって加害者に対

する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得な

い事情があると認められる事案においても、被害者の

救済を図ることができないおそれがあると考えられた

ことによるものと解される（平成29年4月25日及

び同年5月9日参議院法務委員会における法務大臣及

び法務省民事局長各答弁等参照） 。これは、上記のよ

うな被害者の救済という立法政策上の判断によるもの

ということができ、それによって、判例として確立し

ている上記法理の合理性が当然に失われるものとはい

い難い。

また、上記被害者の救済に関する問題のうち、中断

の規定の適用の点については、中断事由に当たる事情

があった場合は、被害者は損害及び加害者を知ってお

り、 3年の消滅時効の問題となることから、 20年の

期間の経過による権利の消滅の阻止が問題となるのは、

実際上極めて限られた事案である。また、停止の規定

の適用の点については、改正前民法158条又は16

0条の法意に照らし、改正前民法724条後段の効果

が生じない場合がある。

そして、信義則違反や権利濫用に当たる旨の主張の

点については、本判決による判例変更に関わる問題で

あるが、不法行為に関する損害賠償制度は、被害者に

生じた現実の損害を加害者に賠償させることにより、

被害者が被った不利益を補填して、不法行為がなかっ

たときの状態に回復させることを目的とし、損害の公

平な分担を図ることをその理念としており、改正前民

法724条後段の期間が除斥期間であるとしても、そ

の主張について民法1条の基本原則が否定される理由

はない。この場合、 3年の消滅時効と異なり、被害者

の認識のいかんを問わず、 20年という期間の経過に

よって法律関係が確定するが、除斥期間の主張が信義

則違反又は権利濫用として許されないときは、被害者

の救済が図られることになる。

さらに、民法改正法は、 20年の期間が民法改正法

Ｐ

令
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足して意見を述べておきたい。 というのは、本意見は

それ自体として十分に説得的であるとは思うものの、

改正前民法724条の立法趣旨について考察を深める

ことによって一層説得的なものになるように思えるか

らである。以下、そう思う理由を敷桁する。

1最初に改正前民法724条自体の意義について

考える。この点については様々な捉え方が可能である

とは思うものの、私の見るところ､同条が保障せんと

する中核的利益は次の二つに収敵するのではないであ

ろうか。

(1) その第1は、不法行為をしたとされる者が、不

法行為をしたと認定される可能性がもたらす心理的・

経済的コストを負担し続けることによって人生の善き

あり方を構想しその実現を図る自由を妨げられること

のない利益（以下「自己実現を妨げられない利益」と

いう。 ）を保障することである。なぜならば、①改正

前民法724条が存在することによって確実に利益を

得るのは不法行為をしたとされる者だけであり、一方、

②不法行為をしたとされる者といえども、限りある人

生をより善きものとすることを構想しその実現を図る

自由は尊重されるべきであるところ、同人が上記のコ

ストを生涯負担し続けるとすれば、残された人生を善

きものとすることを構想しその実現を図らんとする同

人の自由がそれによって妨げられることは否めないと

ころだからである。

（2）改正前民法724条が保障せんとする第2の中

核的利益は、不法行為の存否にかかわる証拠の確保が

時の経過とともに困難となることを免れ得る利益（以

下「証拠確保の困難性を免れ得る利益」 という。 ）で

ある。証拠確保の困難性を免れ得る利益は、不法行為

をしたとされる者が享受し得るのみならず、裁判を受

ける権利を有する国民一般の福利にも及ぶものである

点において、 自己実現を妨げられない利益とは性質を

異にしている。けだし、劣化した証拠の下で司法が裁

判を行うことを余儀なくされるとすれば、それによっ

て生じるものは正しい裁判を受け得るという国民の期

待そのものの低下に他ならないからである。

2 1項で述べたことを踏まえて改正前民法724

条を国家賠償法1条に適用することにいかなる意義を

見出し得るかを考えてみたい。

（1）最初にいえることは、その職務を行うについて
不法行為をしたとされる、公権力の行使に当たる公務

員（以下、単に「不法行為をしたとされる公務員」 と

いう。 ）の自己実現を妨げられない利益を保障するこ

とにかかる意義を見出すことはできないという点であ

る。なぜならば、国家賠償法上、不法行為をしたとさ

れる公務員個人は原則として損害賠償責任を負わない

と解されるから、同人の自己実現を妨げられない利益

を国家賠償法に適用される改正前民法724条が保障

する必要はないからである。

（2） そこで次に、自己実現を妨げられない利益を国

家賠償法上の責任帰属主体である国又は公共団体（以

下では表現を簡略化するために「国」についてのみ言

及する。 ）に及ぼす論理について考える。この場合、

自己実現を妨げられない利益は、 「国が、不法行為を

したとされる公務員について不法行為があったと認定

される可能性がもたらす心理的・経済的コストを負担

し続けることによって国家の善きあり方を構想しその

実現を図る自由を妨げられることのない利益」 と言い

直すことができるであろう （以下、この利益を「善き

国家の構想・実現を妨げられない利益」 という。 ） 。

思うに、善き国家の構想・実現を妨げられない利益を

保障することは、確かに正当な立法目的であるとはい

えるものの、上記に述べた心理的・経済的コストは国

家の受益者でもあるところの現在及び将来の国民によっ
て分散して負担されることに鑑みるならば、問題となっ

ている損害の賠償が国家の財政に回復し難いほどの負

担をもたらす等の特段の事情がある場合は格別、そう

でない限り、上記の可能性が存続することによって国

が国家の善きあり方を構想しその実現を図る自由を妨

げられることになるとは考え難く、本件においても、

上記特段の事情は見出し得ない。

（3） 以上に対して、証拠確保の困難性を免れ得る利

益は国民一般の福利に及ぶものであるから、同利益は

国家賠償請求訴訟においても均し,く保障されるべきで

あることは疑いを入れない。しかしながら、本件にお

いては、国会議員の立法行為という公開の場での活動

が不法行為を構成しているのであるから、たとえそれ

が行われたのが半世紀以上前のことであるとしても証

拠の確保が困難となる事態に至っているとは考え難い。

3改正前民法724条の立法趣旨に照らして考え

る限り本件請求権が除斥期間の経過によって消滅した

とすることに積極的意義を見出し得ないことは、以上

の考察によって十分に示し得たのではないであろうか。

しかしながら、同条の立法趣旨についての考察が本意

見に及ぼすものは以上の諸点に尽きるわけではない。

というのは、同条の立法趣旨の一つであるところの善

き国家の構想・実現を妨げられない利益の保障という

点は、本件において上告人が除斥期間の主張をするこ

とが信義則に反し、権利の濫用として許されないと解

すべきことの積極的根拠をも提供するものだからであ

る。以下、この点を詳らかにする。

（1）本件において注目すべきことは、本件規定の違

憲性は明白であるにもかかわらず、本件規定を含む優

生保護法が衆・参両院ともに全会一致の決議によって

成立しているという事実である。これは立憲国家たる

8
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平成元年判決の上記論拠は薄弱と思われる。この点は、

最高裁平成5年（オ）第708号同10年6月12日

第二小法廷判決・民集52巻4号1087頁（以下

「平成10年判決」 という。 ）の河合伸一裁判官の意

見及び反対意見で指摘されていたところであり、平成

29年法律第44号（以下「民法改正法」 という。 ）

による改正後の民法（以下「改正後民法」 という。 ）

724条2号が消滅時効を定めるものとされたことに

よって、より明確になったと思われる。なお、不法行

為債権の消滅時効について短期時効と長期時効を定め

る立法例は、 ドイツ法を始めとして、比較法的にも稀

ではない。

第2に、改正前民法724条後段が、その制定時に

最も参考にされたドイツ民法第1草案、第2草案及び

それに影響を与えたプロイセン普通州法の系譜を引く

ものであり、我が国の法典調査会における議論に照ら

しても、同条後段が消滅時効を定めたものとするのが

立法者意思であることには疑いがない。改正前民法7

24条後段の20年の期間が長期であることは、除斥

期間であるからではなく、改正前民法167条の基に

なった民法典原案168条の20年の消滅時効期間に

対応するものであった。その後、民法修正案167条

では「所有権以外ノ財産権ハニ十年間之ヲ行ハサルニ

因リテ消滅ス」 とされていたところ、取引上の各種債

権について特別の短期消滅時効とすることを念頭にお

いて債権の消滅時効期間が10年に短縮されたのであ

り、施行時の民法167条1項は、 「債権ハ十年間之

ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス」と規定していたが、実質

的には取引上の債権について原則的時効期間を半減し

たものとみることができる。不法行為の場合には、加

害者が長期間判明しないことが必ずしも稀でないこと

に鑑みると、改正前民法724条後段が、一般債権と

比べて長期の消滅時効期間を定めたことには合理性が

あったと考えられる。このような改正前民法724条

の沿革に照らせば、同条後段がむしろ原則的な時効期

間であり、同条前段は、被害者が損害及〔肋ﾛ害者を知っ

た場合における特則として短期消滅時効を定めたもの

とする説明すら可能なように思われる。

第3に、文理解釈としても、改正前民法724条後

段の「同様とする」は同条前段の「消滅する」のみを

指すと解釈するより、 「時効によって消滅する」を指

すと解釈するほうが自然なように思われる。なお、民

法典の口語化前は、 「同様とする」の部分は「亦同シ」

という文言であったが、これについても、同条前段の

「時効二因リテ消滅ス」を指すと解釈するほうが自然

なことに変わりはない。法務省民事局参事官室「民法

現代語化案補足説明」 （平成16年8月）によれば、

「確立された判例・通説の解釈で条文の文言に明示的

我が国にとって由々しき事態であると言わねばならな

い。なぜならば、立憲国家の為政者が構想すべき善き

国家とは常に憲法に適合した国家でなければならない

にもかかわらず、上記の事実は、違憲であることが明

白な国家の行為であっても、異なる時代や環境の下で

は誰もが合憲と信じて疑わないことがあることを示唆

しているからである。

（2）上記の事態を踏まえて司法が取り得る最善の対

応は、為政者が憲法の適用を誤ったとの確信を抱くに

至った場合にはその判断を歴史に刻印し、以って立憲

国家としての我が国のあり方を示すことであろう。

（3） しかりとすれば、当審は、粛然として本件規定

が違憲である旨の判決を下すべきであり、そのために

は、本件請求権が除斥期間の経過によって消滅したと

いう主張は信義則に反し、権利の濫用に当たると判断

しなければならない。

（4） これを要するに、本件請求権が除斥期間の経過

によって消滅したと主張することが信義則に反し、権

利の濫用に当たるとすることは、改正前民法724条

の立法趣旨に反しないばかりか、その立法趣旨の一部

であるところの善き国家の構想・実現という理念を積

極的に推進するものである。

4以上により、本意見が正鵠を射たものであるこ

とはより一層明らかとなったといえるのではないであ

ろうか。

裁判官宇賀克也の意見は、次のとおりである。

1私は、本件規定が憲法13条及び14条1項の

規定に違反すると解する点、改正前民法724条後段

について、期間の経過により請求権が消滅したと判断

するには当事者の主張がなければならないと解すべき

であり、また、その主張が信義則に反し又は権利濫用

として許されない場合があり、本件はまさにかかる場

合に当たるので平成元年判決等を変更すべきとする点

については、多数意見に賛成である。他方、改正前民

法724条後段の期間を除斥期間と解する点について

は、多数意見と意見を異にし、最高裁平成20年（受）

第804号同21年4月28日第三小法廷判決・民集

63巻4号853頁（以下「平成21年判決」という。 ）

の田原睦夫裁判官の意見と同様、同条後段は消滅時効

を定めるものと考えるので、以下、その理由を述べる。

2第1に、平成元年判決は、改正前民法724条

前段及び同条後段のいずれにおいても時効を規定して

いると解することは、不法行為をめぐる法律関係の速

やかな確定を意図する同条の趣旨にそぐわないと述べ
ているが、同条後段が時効を定めたものと解しても、

被害者が損害及び加害者を認識していなくても不法行

為の時から時効期間が進行するため、同条後段は同条

前段とは別の意味で法律関係の早期確定に資するので、

9
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に示されていないもの等を規定に盛り込む」こととさ

れたところ、不法行為法研究会・日本不法行為法リス

テイトメントでは、改正前民法724条後段に相当す

る規定について、時効ではなく除斥期間を定めたもの

であることを明らかにする文言に改正することが提言

されたが、この提言’は容れられず、 「亦同シ」を「同

様とする」 と口語化するに．とどまり、また、平成16

年の民法改正で付された条文の見出しも、同条につい

て、 「不法行為による損害賠償請求権の時効及び除斥

期間」ではなく、 「不法行為による損害賠償請求権の

期間の制限」とされたことに照らすと、同改正におい

て、平成元年判決がとった除斥期間説が確認されたと

はいえないように思われる。

第4に、我が国では、 ドイツ民法と異なり、時効期

間と除斥期間を法文上明確に書き分けた上で後者の一

部について準用される時効の規定が明示されているわ

けではないので、改正前民法724条後段の期間を除

斥期間と解する裁判例や学説において、除斥期間経過

後の債務の承認・弁済や除斥期間を経過した債権を自

働債権とする相殺が可能か等について見解が分かれて

おり、同条後段を除斥期間を定めたものと解する場合、

上記の点について裁判所がどのような解釈をとるかに

ついて予見可能性に欠ける状態が継続することになる。

他方、改正前民法724条後段の期間を消滅時効と解

すれば、この問題は解消する。

第5に、改正前民法724条後段の期間を時効期間

としてその中断を認めるとしても、改正前民法147

条所定の時効中断事由がある場合には、被害者は損害

及び加害者を知ることになるので、改正前民法724

条前段による短期消滅時効が進行することになり、除

斥期間説をとる場合と比較して浮動性を排除する点で

劣後するとはいえないと思われる。

第6に、改正前民法724条後段の期間を除斥期間

と解さないと、短期の消滅時効の中断を反復すること

により、損害賠償請求権が理論上は永続することになっ

てしまうという意見もあるが、短期の消滅時効の中断

を反復するという状況設定は現実性に乏しいように思

われる。

第7に、改正後民法724条2号については経過規

定が設けられており、民法改正法附則35条1項は、

改正前民法724条後段に規定する期間がこの法律の

施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制

限については、なお従前の例によると定めているとこ

ろ、この経過規定は、同条後段が除斥期間、改正後民

法724条2号が消滅時効をそれぞれ定めたものであ

るため、設けられたようにも見える。 しかし、国会審

議において、参議院法務委員会の委員が、改正前民法

724条後段の期間が除斥期間か時効かは各裁判官が

判断することになると思うが、今回の改正の趣旨から

すれば時効であると考えるのが道理であると思うがい

かがかと質問したのに対して、政府参考人は、改正法

は、改正前民法724条後段の期間が除斥期間である

ことを法的に確定させる性質のものではもとよりなく、

同条後段の解釈については、依然としていろいろと可

能であると答えている（第193回国会参議院法務委

員会会議録第9号（平成29年4月25日） 15頁） 。

すなわち、民法改正法附則35条1項の経過規定が置

かれているからといって、改正前民法724条後段の

期間を除斥期間と法的に決定するものではなく、依然
として解釈に委ねられているというのが立法者意思で

あるので、同条後段は消滅時効を定めたものであると

判例変更することが、民法改正法附則35条1項の経

過規定に反することにはならないと考えられる。

そうであるならば、同一又は類似事件で原告Aと原

告Bについて、改正前民法724条後段の期間が経過

するのが民法改正法の施行の前であるのか後であるの

かが僅かな差で分かれ、改正前民法724条後段の期

間を除斥期間と解すると原告の一方が救済されなくな

るような事態が生ずることを避けるために、同条後段

も、改正後民法724条2号と同様、消滅時効を定め

たものと解することが望ましいように思われる。

3本件で改正前民法724条後段が消滅時効を定

める規定であると解する場合には、除斥期間説を前提

としてその例外を認める平成10年判決、平成21年

判決も併せて変更することになると思われる。

他方において、除斥期間の起算点に関する最高裁平

成13年（受）第1760号同16年4月27日第三

小法廷判決・民集58巻4号1032頁（以下「筑豊

じん肺訴訟最高裁判決」 という。 ） 、最高裁平成13

年（オ）第1194号、第1196号、同年（受）第

1172号、第1174号同16年10月15日第二

小法廷判決・民集58巻7号1802頁（以下「水俣

病関西訴訟最高裁判決」と､いう。 ） 、最高裁平成16

年（受）第672号、第673号同18年6月16日

第二小法廷判決・民集60巻5号1997頁（以下

「B型肝炎北海道訴訟最高裁判決」という。 ） 、最高

裁令和元年（受）第1287号同3年4月26日第二

小法廷判決・民集75巻4号1157頁（以下「B型

肝炎九州訴訟最高裁判決」 という。 ）に関しては、除

斥期間と消滅時効とでは起算点の考え方が当然に異な

るという前提に立つものではなく、損害の性質に鑑み

て、起算点を判断していると考えられるので、判例変

更は不要と思われる。すなわち、筑豊じん肺訴訟最高

裁判決は、 「身体に蓄積した場合に人の健康を害する

こととなる物質による損害や、一定の潜伏期間が経過

した後に症状が現れる損害のように、当該不法行為に

10
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さらに、改正前民法724条後段の規定の適用が問

題になる事案は、ごく僅かにとどまると思われること

（この点は、平成21年判決における田原睦夫裁判官

の意見でも指摘されている。 ） 、同条後段は既に改正

され、改正後民法724条2号は消滅時効を定めるも

のとなっていること、既に判決が確定済みの民事事件

については、それを是正する制度は存在せず、本件に

おいて改正前民法724条後段は消滅時効を定めたも

のとする判例変更を行ったとしても、確定判決に法的

影響が及ぶわけではないこと、本件における判例変更

は|司条後段のみを射程とするものであり、これまで除

斥期間を定めたものと解されてきた他の規定を射程と

するものではないことに照らせば、法的安定性への配

慮は必要であるものの、同条後段は消滅時効を定めた

ものとする判例変更を行ったとしても、それによる混

乱を懸念するには及ばないように思われる。

(裁判長裁判官戸倉三郎裁判官深山卓也裁判官

三浦守裁判官草野耕一裁判官宇賀克也

裁判官林道晴裁判官岡村和美裁判官

安浪亮介裁判官渡邉惠理子裁判官岡正晶

裁判官堺 徹裁判官今崎幸彦裁判官

尾島明裁判官宮川美津子裁判官石兼公博）

より発生する損害の性質上、加害行為が終了，してから

相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、

当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起

算点となると解すべきである。 」 と判示しているし、

水俣病関西訴訟最高裁判決、B型肝炎北海道訴訟最高

裁判決及びB型肝炎九州訴訟最高裁判決も、 「身体に

蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる

損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる

疾病による損害のように、当該不法行為により発生す

る損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間

が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の

全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となる」

と判示している。

これらの判例は、消滅時効ではなく除斥期間である

ことを理由として起算点を判断しているのではなく、

身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物

質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状

が現れる損害のように、当該不法行為により発生する

損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が

経過した後に損害が発生する場合であるという損害の

性質に鑑みて、起算点を判断しているのであり、その

考え方は、改正前民法724条後段を消滅時効を定め

たものと解しても妥当し、その先例としての価値を失

わないものと思われる（この点は、平成21年判決の

田原睦夫裁判官の意見でも指摘されているところであ

る。 ） 。

また、最高裁平成30年（受）第388号令和2年

3月24日第三小法廷判決・民集74巻3号292頁

（以下「固定資産税等賦課決定事件最高裁判決」 とい

う。 ）においても、除斥期間の起算点が論点になるが、

そこで争点になったのは、家屋の新築時における再建

築費評点数の算出の誤りに起因して固定資産税等が過

大に評価された場合、新築時における誤った評価に基

づく価格決定の時点（当該事案では昭和58年）から

その後の年度における固定資産税等賦課決定を含めて

除斥期間が進行すると解するか（原審の立場） 、それ

とも、各年度の固定資産税等の納付通知書が交付され

た時点を起算点として、それぞれ別個に除斥期間を計

算するか（最高裁の立場）であった。 したがって、固

定資産税等賦課決定事件最高裁判決は、改正前民法7

24条後段の期間を除斥期間と解するか、消滅時効と

解するかと関わるものではなく、固定資産税等が過大

に評価され、その誤りに基づく固定資産税等の過大評

価が長期にわたり継続した場合における期間計算の起

算点についての判例として、同条後段は消滅時効を定

めるものと解したとしても、それにより影響を受ける

ものではなく、先例としての意義を失わないと考えら

れるため、判例変更の必要はないと思われる。
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◎労働保険の保険料の徴収等に関する法律
（令和2年法律第14号による改正前のもの）

12条3項所定の事業の事業主は、当該

事業についてされた業務災害に関する保
険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格
を有しない

険法68条1項、徴収法2条1項、 10条1項） 。

（2）事業主は、保険年度ごとに、まず概算額として

徴収法15条1項各号所定の労働保険料の額を申告し

てこれを納付し、保険年度が終了してから、確定額と

して同法19条1項各号所定の労働保険料の額を申告

し、納付した概算額が申告した確定額に足りないとき

は、その不足額を納付しなければならず、政府は、上

記の各申告に係る申告書の記載に誤りがあると認める

とき等には、労働保険料の額を決定し、これを事業主

に通知する（同法15条、 19条。以下、同法15条

3項の規定により概算額を決定する処分及び同法19

条4項の規定により確定額を決定する処分を併せて

「保険料認定処分」という。 ） 。

（3） 労働保険料のうちの一般保険料（徴収法10条

2項1号）の額は、賃金総額に一般保険料に係る保険

料率を乗じて得た額とされており、一般保険料に係る

保険料率は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が

成立している事業にあっては労災保険率と雇用保険率

とを加えた率、労災保険に係る保険関係のみが成立し

ている事業にあっては労災保険率とされている（同法

11条、 12条1項1号、 2号） 。

労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付等

に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労

災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるも

のでなければならず、政令で定めるところにより、労

災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業

務災害等に係る災害率その他の事情を考慮して厚生労

働大臣が定めるものとされている（徴収法12条2項。

以下、同項の規定により定められる労災保険率を「基

準労災保険率」という。 ） 。

その上で、厚生労働大臣は、連続する3保険年度中

の各保険年度において徴収法12条3項各号のいずれ

かに該当する事業であって当該連続する3保険年度中

の最後の保険年度に属する3月31日において労災保

険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したもの

（以下「特定事業」 という。 ）については、同項所定

の割合（以下「メリット収支率」 という。 ）が100

分の85を超え、又は100分の75以下である場合

には、当該特定事業についての基準労災保険率を基礎

として所定の方法により引き上げ又は引き下げるなど

した率を、当該特定事業についての上記の日の属する

保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすること

ができる（同項） 。そして、メリット収支率は、上記

連続する3保険年度の間における、同項所定の労災保

険法の規定による業務災害に関する保険給付（以下

「労災保険給付」という。 ）の額等に基づき算出する

ものとされている（同項） 。

3原審は、要旨次のとおり判断し、被上告人はそ

件名療養補償給付支給処分（不支給決定の変更決

定）の取消、休業補償給付支給処分の取消請

求事件

最高裁判所令和5年（行上）第108号

令和6年7月4日第一小法廷判決破棄自判

上告人国

同補助参加人A

被上告人一般財団法人あんしん財団

原 審東京高等裁判所

主 文

原判決を破棄する。

、被上告人の控訴を棄却する。

控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

理 由

上告代理人春名茂ほかの上告受理申立て理由及び上

告補助参加代理人嶋崎量、同西川治、同山岡遥平の上

告受理申立て理由について

1 処分行政庁は、被上告人に使用されて業務に従

事していた上告補助参加人に対し、労働者災害補償保

険法（令和2年法律第14号による改正前のもの。以

下「労災保険法」 という。 ）に基づき、上告補助参加

人が業務に起因して疾病にり患したことを理由として、

療養補償給付及び休業補償給付の各支給決定（以下

「本件各処分」 という。 ）をした。

本件は、被上告人が、上告人を相手に、本件各処分

の取消しを求める事案であり、被上告人は、労働保険

の保険料の徴収等に関する法律（平成28年法律第1

7号による改正前のもの。以下「徴収法｣という。 ）

12条3項の規定によれば、本件各処分により、その

納付すべき労働保険料（同法10条2項所定の労働保

険料をいう。以下同じ。 ）が増額されるおそれがある

などとして、本件各処分の取消しを求める原告適格を

有すると主張している。

2労働保険料の徴収等に関する制度の概要は、次

のとおりである。

（1）政府はく労災保険法による労働者災害補償保険

（以下「労災保険」 という。 ）及び雇用保険法による

雇用保険の事業に要する費用に充てるため、事業主か

ら労働保険料を徴収する（労災保険法30条、雇用保

12
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による災害防止の努力を促進する趣旨のものであると

ころ、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の

額を特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を

決定する際の基礎とすることは、上記趣旨に反するし、

客観的に支給要件を満たすものの額のみを基礎とした

からといって、上記財政の均衡を欠く事態に至るとは

考えられない。そして、前記2の労働保険料の徴収等

に関する制度の仕組みにも照らせば、労働保険料の額

はく申告又は保険料認定処分の時に決定することがで

きれば足り、労災支給処分によってその基礎となる法

律関係を確定しておくべき必要性は見いだし難い。

ウ以上によれば、特定事業について支給された労

災保険給付のうち客観的に支給要件を満たさないもの

の額は、当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険

料の額を決定する際の基礎とはならないものと解する

のが相当である。そうすると、特定事業についてされ

た労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に上

記の決定に影響を及ぼすものではないから、特定事業

の事業主は、その特定事業についてされた労災支給処

分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を

侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当

たるということはできない。

の特定事業についてされた本件各処分の取消しを求め

る原告適格を有するとして、これを否定して本件訴え

を却下した第1審判決を取り消し、本件を第1審に差

し戻した。

特定事業について、労災保険給付の支給決定（以下

「労災支給処分」という。 ）がされていると、これに

よりメリット収支率が大きくなるため、当該特定事業

の事業主の納付すべき労働保険料が増額されるおそれ

がある。そうすると、特定事業の事業主は、その特定

事業についてされた労災支給処分により自己の権利若

しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に

侵害されるおそれのある者として、上記労災支給処分

の取消訴訟の原告適格を有する。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

（1）行政事件訴訟法9条1項にいう処分の取消しを

求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該

処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益

を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者を

いうところ、本件においては、特定事業についてされ

た労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に当

該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額の決

定に影響を及ぼすこととなるか否かが問題となる。

(2)ア労災保険法は、労災保険給付の支給又は不支

給の判断を、その請求をした被災労働者等に対する行

政処分をもって行うこととしている（12条の8第2

項参照） 。これは、被災労働者等の迅速かつ公正な保

護という労災保険の目的（1条参照）に照らし、労災

保険給付に係る多数の法律関係を早期に確定するとと

もに、専門の不服審査機関による特別の不服申立ての

制度を用意すること（38条1項）によって、被災労

働者等の権利利益の実効的な救済を図る趣旨に出たも

のであって、特定事業の事業主の納付すべき労働保険

料の額を決定する際の基礎となる法律関係まで早期に

確定しようとするものとは解されない。仮に、労災支

給処分によって上記法律関係まで確定されるとすれば、

当該特定事業の事業主にはこれを争う機会が与えられ

るべきものと解されるが、それでは、労災保険給付に

係る法律関係を早期に確定するといった労災保険法の

趣旨が損なわれることとなる。

イまた、徴収法は、労災保険率について、将来に

わたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つこ

とができるものでなければならないものとした上で、

特定事業の労災保険率については、基準労災保険率を

基礎としつつ、特定事業ごとの労災保険給付の額に応

じ、メリット収支率を介して増減し得るものとしてい

る。これは、上記財政の均衡を保つことができる範囲

内において、事業主間の公平を図るとともに、事業主

特定事業の事業羊は、 卜記労腱支(3) したがって、

給処分の敵消訴訟の原告滴椿穿有しないしいうべきで

ある曇

以上のように解したとしても、特定事業の事業主は、

自己に対する保険料認定処分についての不服申立て又

はその取消訴訟において、当該保険料認定処分自体の

違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災

保険給付の額が基礎とされたことにより労働保険料が

増額されたことを主張することができるから、上記事

業主の手続保障に欠けるところはない。

5以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及

ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由が

あり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示

したところによれば、本件訴えは不適法であり、これ

を却下した第1審判決は結論において正当であるから、

被上告人の控訴を棄却すべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

(裁判長裁判官堺 徹裁判官深山卓也裁判官

安浪亮介裁判官岡正晶裁判官宮川美津子）

13



裁判所時報 令和6年8月1日第1843号

表取締役に就任した。

被上告人は、平成24年から平成27年までの間、

上告人会社から、社内規程所定の上限額を超過する額

の宿泊費等を受領した。同年、上告人会社について実

施された税務調査においてこのことが発覚し、当該超

過分合計約1610万円が被上告人の報酬と認定され、

被上告人は、上告人会社が納付した上記の報酬認定に

係る源泉徴収税に相当する額を負担することになった。

被上告人は、平成28年7月、上告人会社の取締役会

の委任を受けた代表取締役として自らの平成28年度

の報酬を決定するに当たり、これを前年度と比べて2

308万円増額し、その後は退任するまで増額された

報酬を受領した。この増額は、被上告人において、上

記源泉徴収税相当額の負担を上告人会社に転嫁すると

ともに、社内規程に違反する宿泊費等の支給を実質的

に永続化する目的でされたものであった（以下、被上

告人のこれらの一連の行為を「本件行為1」という。 ） 。

本件行為1は、新聞等で取り上げられ、社会一般に知

れ渡ることになった。

また、上告人会社が平成24年度に被上告人の交際

費として支出した額は約4925万円であったところ、

被上告人は、平成25年度から平成28年度までの各

年度において、交際費として、上記の額を大幅に超過

する額（当該超過分は合計約1億0079万円）を上

告人会社に支出させた。さらに、被上告人は、上告人

会社の海外旅費規程を改定させ、平成24年から平成

28年までの間、被上告人の出張に伴う支度金として、

上記の改定前の海外旅費規程によるよりも約545万

円多い額を上告人会社に支出させるなどした（以下、

被上告人のこれらの行為を併せて「本件行為2」とい

う。 ） 。

（3）被上告人は、平成29年5月に開催された上告

人会社の取締役会において、体調不良を理由に、同年

6月に開催される定時株主総会の終結時をもって代表

取締役及び取締役を辞任する意向を表明した。

（4）平成29年6月16日に開催された上告人会社

の定時株主総会において、被上告人の退職慰労金につ

いて、本件内規に従って決定することを取締役会に一

任する旨の決議がされた。なお、上記決議に先立ち、

議長を務めた被上告人から、被上告人の退職慰労金は、

取締役会において、中立かつ公正な調査委員会を設置

しその調査結果を踏まえて決定する方針であり、被上

告人としてはその決定に従う意向である旨が説明され

た。

（5） その後間もなく、被上告人と利害関係のない弁

護士3名及び公認会計士1名並びに上告人会社の常勤

監査役1名で構成される調査委員会（以下「本件調査

委員会」 という。 ）が設置され、本件調査委員会によ

◎退任取締役の退職慰労金について株主総

会決議による委任を受けた取締役会がし

た、内規の定める基準額から大幅に減額

した額を支給する旨の決議に裁量権の範
囲の逸脱又はその濫用があるとはいえな
いとされた事例

件名退職慰労金等請求事件

最高裁判所令和4年（受）第1780号

令和6年7月8日第一小法廷判決破棄自判

上告人株式会社テレビ宮崎、Y』

被上告人X

原 審福岡高等裁判所宮崎支部

主 文

原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。

被上告人の請求をいずれも棄却する。

訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理 由

上告代理人池田裕彦ほかの上告受理申立て理由（た

だし、排除されたものを除く。 ）について ・

1本件は、上告人株式会社テレビ宮崎（以下「上

告人会社」 という。 ）の代表取締役を退任した被上告

人が、上告人会社の株主総会から被上告人の退職慰労

金について決定することの委任を受けた取締役会にお

いて、代表取締役である上告人Y】の故意又は過失に

より上記委任の範囲を超える減額をした退職慰労金を

支給する旨の決議がされたなどと主張して、上告人Y】

に対しては民法709条等に基づき、上告人会社に対

しては会社法350条等に基づき、損害賠償等を求め

る事案である。本件では、上記の取締役会決議に裁量

権の範囲の逸脱又はその濫用があるか否かなどが争わ

れている。

2原審の適法に確定した事実関係の概要は、次の

とおりである。

（1）上告人会社においては、退任取締役の退職慰労
金の算定基準等を定めた取締役退任慰労金内規（以下

「本件内規」 という。 ）が存在する。本件内規には、

退任取締役の退職慰労金は、退任時の報酬|月額等によ

り一義的に定まる額を基準とする（以下、この額を

「基準額」 という。 .）旨の定めがある一方で、取締役

会は、退任取締役のうち、 「在任中特に重大な損害を

与えたもの」に対し、基準額を減額することができる

旨の定め（以下「本件減額規定」という。 ）があった。

なお、本件内規には、減額の範囲ないし限度について

の定めは置かれていない。

（2）被上告人は、平成16年6月に上告人会社の代
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その後、上告人会社は、被上告人に対し、 5700

万円の退職慰労金を支給した。

3原審は、上記事実関係の下において、要旨次の

とおり判断し、被上告人の上告人Y1に対する民法70

9条に基づく損害賠償請求及び上告人会社に対する会

社法350条に基づく損害賠償請求をいずれも認容す

べきものとした。

本件減額規定は、退任取締役の退職慰労金について、

上告人会社に特に重大な損害を与えた在任中の行為に

よって生じた損害に相当する額を基準額から減額する

ことができる旨を定めたものであり、上記行為とは別

の行為による損害を考慮して上記退職慰労金を減額す

ることは許されないと解される。上告人会社の取締役

会は、本件行為3が上告人会社に特に重大な損害を与

えた行為とはいえないにもかかわらず、本件行為3に

係る費用の支出を考慮して被上告人の退職慰労金を減

額した点において、本件減額規定の解釈適用を誤った

ものであり、本件取締役会決議には裁量権の範囲の逸

脱又はその濫用がある。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

（1）本件減額規定は、取締役会は、退任取締役が在

任中上告人会社に特に重大な損害を与えた場合、基準

額を減額することができる旨を定めているところ、そ

の趣旨は、取締役を監督する機関である取締役会が取

締役の在任中の行為について適切な制裁を課すことに

より、上告人会社の取締役の職務執行の適正を図るこ

とにあるものと解される。上告人会社の株主総会が退

任取締役の退職慰労金について本件内規に従って決定

することを取締役会に一任する旨の決議をした場合、

取締役会は、退任取締役が本件減額規定にいう 「在任

中特に重大な損害を与えたもの」に当たるか否か、こ

れに当たる場合に減額をした結果として退職慰労金の

額をいくらにするかの点について判断する必要がある

ところ、上記の本件減額規定の趣旨に鑑みれば、取締

役会は、取締役の職務の執行を監督する見地から、当

該退任取締役が上告人会社に特に重大な損害を与えた

という評価の基礎となった行為の内容や性質、当該行

為によって上告人会社が受けた影響、当該退任取締役

の上告人会社における地位等の事情を総合考慮して、

上記の点についての判断をすべきである。そして、こ

れらの事情は、いずれも会社の業務執行の決定や取締

役の職務執行の監督を行う取締役会が判断するのに適

した事項であること、さらに、本件内規が本件減額規

定による減額の範囲等について何らの定めも置いてい

ないことに照らせば、取締役会は、上記の点について

判断するに当たり広い裁量権を有するというべきであ

り、取締役会の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫

り被上告人の退職慰労金に関する事実関係の調査等が

実施された。本件調査委員会は、平成29年12月、

上記調査等の結果を取りまとめた詳細な最終報告書

（以下「本件調査報告書」という。 ）を上告人会社の

代表取締役である上告人Y1に提出した。本件調査報告

書の概要は次のとおりであった。

ア本件行為1は、特別背任罪の成立要件の充足を

否定しきれない悪質な行為である。また、本件行為2

のうち、交際費の支出に係る行為は、合理的な手続に

よらずに明らかに過剰な額を支出させたものであり、

海外旅費規程の改定も、合理的な理由に基づかずにさ

せたものであって、いずれも正当化することができな

い。

さらに、被上告人は、平成26年度から平成28年

度までの間、文化芸術活動の支援事業等の費用を上告

人会社に支出させた（以下、被上告人のこの行為を

「本件行為3」といい、本件行為1及び本件行為2と

併せて「本件各行為」 という。 ） ところ、その支出の

うち約2億0558万円は明らかに過剰なものであっ

た。

本件各行為は、いずれも上告人会社に多大な損害を

与えるものであった。本件各行為による財産上の損害

の額は、合計約3億5551万円である。

イ上告人会社の取締役会は、本件行為1につき告

訴をすると判断した場合、被上告人に退職慰労金を支

給しない旨の決議をすべきである。他方、取締役会が、

本件行為1につき告訴をしないと判断した場合には、

被上告人に一定額の退職慰労金を支給する旨の決議を

したとしても、取締役に善管注意義務違反があるとは
いえない。そして、被上告人に退職慰労金を支給する

場合、被上告人に係る基準額から上記アの財産上の損

害の額の全部又は相当部分を控除して上記退職慰労金

の額を算出する方法を採用することには合理性がある。

（6）平成30年2月2日に開催された上告人会社の

取締役会において、被上告人の退職慰労金について審

議が行われた。この審議では、本件調査報告書の内容

を踏まえて、本件行為1につき告訴をし、退職慰労金

を支給しないこととすべきである旨の意見や、懲罰的

要素を含めて大幅に減額した額の退職慰労金を支給す

るのが相当である旨の意見など種々の意見が出された

ところ、最終的に、本件行為1につき告訴をしないが、

被上告人の退職慰労金に係る基準額として算出した3

億7720万円から上記(5)アの約3億5551万円の

約90％相当額を控除した5700万円を退職慰労金

として支給するのが相当である旨の上告人Y】の提案が

支持され、被上告人に対して上記の額の退職慰労金を

支給する旨の決議（以下「本件取締役会決議」という。 ）

がされた。
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用があるということができるのは、この判断が株主総

会の委任の趣旨に照らして不合理である場合に限られ

ると解するのが相当である（原審は、本件減額規定は

特に重大な損害を与えた在任中の行為によって生じた

損害相当額のみを減額し得る旨を定めたものとするが、

本件減額規定がそのような趣旨のものであるとは解さ

れない。 ） 。

（2） これを本件についてみると、前記事実関係によ

れば、上告人会社の取締役会は、被上告人が代表取締

役在任中に本件各行為をしたことを考慮して、本件取

締役会決議をしたものである。しかるところ、このう

ち本件行為1は、上告人会社の代表取締役を務めてい

た被上告人が、長期間にわたって上告人会社から社内

規程所定の上限額を超過する額の宿泊費等を受領し、

このことが発覚した後には、いったん負担した当該超

過分に係る源泉徴収税相当額を上告人会社に転嫁する

とともに、社内規程に違反する宿泊費等の支給を実質

的に永続化する目的で自らの報酬を増額したというも

のであり、このことが報道により社会一般に広く知れ

渡ったことによって、上告人会社の社会的信用が殴損

されたことがうかがわれる。また、本件調査委員会は、

定時株主総会において示された方針に基づいて設置さ

れ、被上告人と利害関係のない弁護士等で構成された

ところ、本件調査委員会による本件調査報告書では、

本件行為1は特別背任罪に該当する疑いがあり、本件

行為2も正当化することができず、被上告人は両行為

により上告人会社に多大な損害を与えたとの指摘がさ

れたものである。そして、取締役会は、このような本

件調査報告書の内容を踏まえて本件取締役会決議をし

たものであるところ、本件調査委員会が調査等に当たっ
て収集した情報に不足があったことはうかがわれない。
さらに、取締役会は、上記の指摘を受けて、本件調査

委員会が提示した本件行為1につき告訴をして退職慰

労金を支給しないとする案も検討したが、審議の結果、

最終的に、告訴をせずに退職慰労金を大幅に減額する

旨の判断に至ったのであり、取締役会においては、相

当程度実質的な審議が行われたということができる。

これらの事情を総合考慮すると、本件行為1及び本

件行為2を上告人会社に多大な損害を及ぼす性質のも

のと評価することは相応の合理的根拠に基づくものと

いえ、本件行為3が上告人会社に損害を与えるもので

あったか否かにかかわらず、被上告人が本件減額規定

にいう 「在任中特に重大な損害を与えたもの」に当た

るとして減額をし、その結果として被上告人の退職慰

労金の額を5700万円とした取締役会の判断が株主

総会の委任の趣旨に照らして不合理であるということ

はできない。

挽脱叉はその滞用がある上いうことはできない．

5以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及

ぼすことが明らかな法令の違反がある。上記の趣旨を

いう論旨は理由があり、その余の論旨につき判断する

までもなく、原判決は破棄を免れない。そして、以上

に説示したところによれば、被上告人の上告人らに対

する本件訴訟における各請求はいずれも理由がないか

ら、第1審判決を取り消し、上記請求をいずれも棄却

すべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

(裁判長裁判官深山卓也裁判官安浪亮介裁判官

岡正晶裁判官堺 徹裁判官宮川美津子）

以上によれば、本件取締得会決議に裁量権の節開の
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法82条）をより徹底する趣旨から設けられた訴訟記

録の公開制度（民事訴訟法91条）の重大な例外であ

ることから、保護されるべき秘密を必要最小限のもの

に限定しており、同法92条1項2号括弧書きが営業

秘密を「不正競争防止法第2条第6項に規定する営業

秘密」 、すなわち、 「秘密として管理されている生産

方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は

営業上の情報であって、公然と知られていないもの」

をいうとして概念を明確にしているのもその現れであ

る。

このような民事訴訟法92条1項2号の趣旨に照ら

すと、訴訟記録中の一部分が同号の営業秘密に該当す

るとして閲覧等の制限の申立てがされた場合には、裁

判所は、申立てに係る部分が同号の営業秘密に該当す

ること、すなわち、①秘密として管理されていること

（秘密管理性） 、②生産方法、販売方法その他の事業

活動に有用な技術上又は営業上の情報であること （有

用性） 、及び③公然と知られていないものであること

（非公然性）の三要件を具備していることの疎明があ

るか否かを慎重に検討する必要がある。

3 これを本件申立てについてみると、本件記載部

分は、その内容自体から有用性の要件を具備していな

いことが明らかである上、申立人は、本件記載部分が

上記三要件を具備していることの根拠となる具体的な

事情を主張しておらず、何らの疎明資料も提出してい

ない。したがって、本件申立ては、民事訴訟法92条

1項2号の営業秘密に該当することの疎明を欠くもの

であり、理由がないものとして却下を免れないという

べきである。なお、申立人が閲覧等の制限の必要性が

あることの理由として主張するところは、単に本件記

載部分が第三者に閲覧等されることにより申立人に営

業上の損失が生じかねない旨を指摘するものにすぎず、

本件記載部分が営業秘密に該当することの根拠となる

事情とはいえない。

近年、民事訴訟法92条1項2号による訴訟記録の

閲覧等の制限の申立てにおいて、申立てに係る部分が

営業秘密に該当することの疎明が十分にされていない

事案が少なからず見受けられることに鑑み、本件申立

てが却下を免れない所以を補足した次第である。

(裁判長裁判官深山卓也裁判官安浪亮介裁判官

岡正晶裁判官堺徹裁判官宮川美津子）

◎民事事件の訴訟記録に係る閲覧等の制限

の申立てについての却下決定に補足意見

が付された事例

件名閲覧等制限の申立て事件

最高裁判所令和4年（マ）第246号

令和6年7月8日第一小法廷決定却下

申立人株式会社テレビ宮崎

申立人から、最高裁判所令和4年（受）第1780

号退職慰労金等請求事件について、秘密保護のための

閲覧等の制限の申立てがあったが、当裁判所は、上記

申立ては理由がないものと認め、裁判官全員一致の意

見で、次のとおり決定する。なお、裁判官深山卓也の

補足意見がある。

主 文

本件申立てを却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

裁判官深山卓也の補足意見は、次のとおりである。

1本件は、基本事件の上告人株式会社テレビ宮崎

（以下「申立人」という。 ）が、基本事件の訴訟記録

のうち、上告受理申立て理由補充書の一部の記載（以

下「本件記載部分」という。 ）につき、民事訴訟法9

2条1項2号の営業秘密に該当するとして、閲覧等の

制限の申立てをした事案である。

上記補充書は、基本事件の第1審判決に対する研究

者の評釈を紹介しつつ当審において本件を受理すべき

である旨を主張する内容のものであるが、本件記載部

分は、いずれも基本事件において申立人から証拠提出

された書証（調査委員会の作成に係る最終報告書）の

引用部分であり、その内容は、同書証に①基本事件の

被上告人が代表取締役在任中にした行為の悪質性、②

同行為が申立人に与えた損害の重大性、及び③同行為

の存在を理由とする退職慰労金不支給決定の正当性に

ついて記載がある旨を述べるものである。

申立人は、本件記載部分は、不正競争防止法2条6

項に規定する営業秘密に該当するものであり、これが

「訴訟記録の閲覧等によって外部に知られるところと

なると、競合他社によって容易に申立人の事業情報等

が利用され、申立人の業界内における地位は相対的に

低下するおそれがあり、その場合の申立人の将来にわ

たる営業上の損失ははかりしれないものとなる。 」こ

とを理由として、閲覧等の制限の必要性があると主張

している。

2民事訴訟法92条が規定する秘密保護のための

閲覧等の制限の制度は、憲法上の裁判の公開原則（憲
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宗教法人とその信者との間において

締結された不起訴の合意が公序良俗

に反し無効であるとされた事例

宗教法人の信者らによる献金の勧誘
が不法行為法上違法であるとはいえ

ないとした原審の判断に違法がある
とされた事例

年に亡Bの母が自殺する、平成10年に二女が離婚す

る、亡Bが重病にかかり、平成17年8月以降、入退

院を繰り返すなどの不幸な出来事があった。

イ亡Aは、被上告人家庭連合の信者であった三女

の紹介により、平成16年以降、松本信徒会（長野県

松本市所在の被上告人家庭連合の松本教会に通う信者

らによって構成される組織）が運営する施設に通い始

め、遅くとも平成17年以降、松本教会等において、

被上告人家庭連合の教理を学ぶようになった。その教

理の中には、病気、事故、離婚等の様々な問題の多く

は怨恨を持つ霊によって引き起こされており、そのよ

うな霊の影響から脱して幸せに暮らすためには献金を

して地獄にいる先祖を解怨することなどが必要である

というものがあった。

ウ亡Aは、平成16年、被上告人家庭連合の信者

の勧めにより妹の供養祭を行い、平成21年から平成

27年までの間、少なくとも13回にわたり、韓国で

行われた被上告人家庭連合の修練会において、先祖を

解怨する儀式等に参加した。

（2） 亡Aは、被上告人家庭連合に対し、平成17年

から平成21年までの間、十数回にわたり合計1億0

058万円を献金した。これに加えて、亡Aは、平成

,20年から平成22年までの間、自己の所有する土地

を3回にわたり合計約7268万円で売却し、その売

得金のうち合計480万円を被上告人家庭連合に献金

した。上記の各献金（以下「本件献金」という。 ）は、

被上告人家庭連合の信者らによる献金の勧誘（以下

「本件勧誘行為」という。 ）を受けて行われたもので

あった。

そして、その余の売得金は松本信徒会に預託され、

平成27年までの間に、その中から、合計約2066

万円が同信徒会を通じて被上告人家庭連合に献金され、

合計約3046万円が亡Aに生活費等として交付され

た。

(3)ア亡Aは、平成21年に亡Bが死亡した後、単

身で生活していたところ、平成27年8月、上告人に

対し、被上告人家庭連合に献金をしていた事実を話し

た。その後、亡Aは、被上告人家庭連合の信者に対し、

上告人に上記事実を話した旨を伝えた。

イ被上告人家庭連合の信者であったcは、平成2

7年11月頃、それまでにCが被上告人家庭連合にし

た献金につき、将来、cの娘婿が被上告人家庭連合に

返金を求めることを懸念し、松本信徒会の婦人部の部

長であった被上告人Y'に相談したところ、公証人役場

において上記返金の請求を阻止するための書類を作成

する方法があることを伝えられた。亡Aは、Cから上

記書類を作成する話を聞き、自身も同様の書類を作成

することとした。

◎1

2

件名損害賠償請求事件

最高裁判所令和4年（受）第2281号

令和6年7月11日第一小法廷判決破棄差戻し

上告人X

被上告人世界平和統一家庭連合ほか1名

原 審東京高等裁判所

主 文

1原判決中、次の部分を破棄する。

（1）上告人の被上告人世界平和統一家庭連合に

対する請求中、別紙1の「献金」欄記載の

各献金に関する部分のうち、同各献金に対

応する「不服の対象」欄記載の各金員及び

これに対する遅延損害金の支払請求に関す

る部分

（2）上告人の被上告人Y1に対する請求中、別紙

2の「献金」欄記載の各献金に関する部分

のうち、同各献金に対応する「不服の対象」

欄記載の各金員及びこれに対する遅延損害

金の支払請求に関する部分

2前項の破棄部分につき、本件を東京高等裁判

所に差し戻す。

理 由・

上告代理人山口広、同木村壮の上告受理申立て理由

について

1 本件は、宗教法人である被上告人世界平和統一

家庭連合（以下「被上告人家庭連合」という。 ）の信

者であった亡Aが被上告人家庭連合に献金をしたこと

について、上告人（亡Aは原審係属中に死亡し、同人

の長女である上告人が亡Aの訴訟上の地位を洲催した。 ）

が、被上告人らに対し、上記献金は被上告人Y1を含む

被上告人家庭連合の信者らの違法な勧誘によりされた

ものであるなどと主張して、不法行為に基づく損害賠

償等を求める事案である。

2原審の確定した事実関係の概要は、次のとおり

である。

(1)ア亡Aは、昭和4年生まれの女性であり、昭和

28年に亡Bと婚姻し、その後3女をもうけた。亡A

には、昭和22年に妹が11歳で早世する、昭和34
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ものではないが、裁判を受ける権利（憲法32条）を

制約するものであることからすると、その有効性につ

いては慎重に判断すべきである。そして、不起訴合意

は、それが公序良俗に反する場合には無効となるとこ

ろ、この場合に当たるかどうかは、当事者の属性及び

相互の関係、不起訴合意の経緯、趣旨及び目的、不起

訴合意の対象となる権利又は法律関係の性質、当事者

が被る不利益の程度その他諸般の事情を総合考慮して

決すべきである。

イ これを本件についてみると、亡Aは、本件不起

訴合意を締結した当時、 86歳という高齢の単身者で

あり、その約半年後にはアルツハイマー型認知症によ

り成年後見相当と診断されたものである。そして、亡

Aは、被上告人家庭連合の教理を学び始めてから上記

の締結までの約10年間、その教理に従い、 1億円を

超える多額の献金を行い、多数回にわたり渡韓して先

祖を解怨する儀式等に参加するなど、被上告人家庭連

合の心理的な影響の下にあった。そうすると、亡Aは、

被上告人家庭連合からの提案の利害得失を踏まえてそ

の当否を冷静に判断することが困難な状態にあったと

いうべきである。また、被上告人家庭連合の信者らは、

亡Aが上告人に献金の事実を明かしたことを知った後

に、本件念書の文案を作成し、公証人役場におけるそ

の認証の手続にも同行し、その後、亡Aの意思を確認

する様子をビデオ撮影するなどしており、本件不起訴

合意は、終始、被上告人家庭連合の信者らの主導の下

に締結されたものである。さらに、本件不起訴合意の

内容は、亡Aがした1億円を超える多額の献金につい

て、何らの見返りもなく無条件に不法行為に基づく損

害賠償請求等に係る訴えを一切提起しないというもの

であり、本件勧誘行為による損害の回復の手段を封ず

る結果を招くものであって、上記献金の額に照らせば、

亡Aが被る不利益の程度は大きい。

以上によれば、本件不起訴合意は、亡Aがこれを締

結するかどうかを合理的に判断することが困難な状態

にあることを利用して、亡Aに対して一方的に大きな

不利益を与えるものであったと認められる。 _l_z趣ﾐｰｭ

ウ亡Aは、平成27年11月、Cと共に、被上告

人家庭連合の信者の運転する自動車で公証人役場へ行

き、公証人の面前において、被上告人家庭連合の信者

がその文案を作成した「念書」 と題する書面に署名押

印し、当該書面（以下「本件念書」 という。 ）に公証

人の認証を受けた。本件念書には、亡Aがそれまでに

した献金につき、被上告人家庭連合に対し、欺闇、強

迫又は公序良俗違反を理由とする不当利得返還請求や

不法行為に基づく損害賠償請求等を、裁判上及び裁判

外において、一切行わないことを約束する旨の記載が

あった。

その後、亡Aは、松本教会に行き、被上告人家庭連

合に対して本件念書を提出し、これにより、亡Aと被

上告人家庭連合との間に本件念書による合意（以下

「本件不起訴合意」 という。 ）が成立した。その際、

被上告人家庭連合の信者により、亡Aが被上告人Y1か

らの質問に答えて上記献金につき返金手続をする意思

はないことを肯定する様子がビデオ撮影された。

(4)ア亡Aは、平成28年5月、アルツハイマー型

認知症により成年後見相当と診断された。

イ亡Aは、平成29年3月、本件訴えを提起し、

令和3年7月、死亡した。

3原審は、上記事実関係の下において、要旨次の

とおり判断して、上告人の被上告人家庭連合に対する

損害賠償請求（ただし、亡Aの承継人として請求する

部分に限る。 ）に係る訴えを却下し、被上告人Y1に対

する請求を棄却すべきものとした。

（1）本件念書の内容や作成経緯等を検討しても、本

件不起訴合意が公序良俗に反し無効であるとはいえな

い。よって、本件不起訴合意に反して提起された被上

告人家庭連合に対する上記訴えは､権利保護の利益を
欠き、不適法である。

（2）被上告人家庭連合の信者らが、亡Aに対し、本

件勧誘行為において献金をしないことによる具榊な
害悪を告知したとは認められず、仮に本件勧誘行為の

一部において害悪を告知したことがあったとしても、

亡Aが自由な意思決定を阻害されたとまでは認められ

ない。また、本件献金が多額かつ頻回であることのみ

から、直ちに亡Aがその資産や生活の状況に照らして

過大な献金を行ったとも認められない。したがって、

本件勧誘行為が社会通念上相当な範囲を逸脱するもの

として違法であるとはいえない。

4 しかしながら、原審の上記判断はいずれも是認

することができない。その理由は、次のとおりである。

（1）本件不起訴合意の有効性について

ア特定の権利又は法律関係について裁判所に訴え

を提起しないことを約する私人間の合意（以下「不起

訴合意」という。 ）は、その効力を一律に否定すべき

こ反し‐無効である‐て‐本件不紀訴合資は公

（2）本件勧誘行為の違法性について

ア宗教団体又はその信者（以下「宗教団体等」と

いう。 ）が当該宗教団体に献金をするように他者を勧

誘すること （以下「献金勧誘行為」という。 ）は、宗

教活動の一環として許容されており、直ちに違法と評

価されるものではない。もっとも、献金は、献金をす

る者（以下「寄附者」 という。 ）による無償の財産移

転行為であり、寄附者の出指の下に宗教団体が一方的

に利益を得るという性質のものであることや、寄附者

が当該宗教団体から受けている心理的な影響の内容や
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程度は様々であることからすると、その勧誘の態様や

献金の額等の事情によっては、寄附者の自由な意思決

定が阻害された状態でされる可能性があるとともに、

寄附者に不当な不利益を与える結果になる可能性があ

ることも否定することができない。そうすると、宗教

団体等は、献金の勧誘に当たり、献金をしないことに

よる害悪を告知して寄附者の不安をあおるような行為

をしてはならないことはもちろんであるが、それに限

らず、寄附者の自由な意思を抑圧し、寄附者が献金を

するか否かについて適切な判断をすることが困難な状

態に陥ることがないようにすることや、献金により寄

附者又はその配偶者その他の親族の生活の維持を困難

にすることがないようにすることについても、 －卜分に

配慮することが求められるというべきである（法人等

による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律3条1

号、 2号参照） 。

以上を踏まえると、献金勧誘行為については、これ

により寄附者が献金をするか否かについて適切な判断

をすることに支障が生ずるなどした事情の有無やその

程度、献金により寄附者又はその配偶者等の生活の維

持に支障が生ずるなどした事情の有無やその程度、そ

の他献金の勧誘に関連する諸事情を総合的に考慮した

結果、勧誘の在り方として社会通念上相当な範囲を逸

脱すると認められる場合には、不法行為法上違法と評

価されると解するのが相当である。そして、上記の判

断に当たっては、勧誘に用いられた言辞や勧誘の態様

のみならず、寄附者の属性、家庭環境、入信の経緯及

びその後の宗教団体との関わり方、献金の経緯、 目的、

額及び原資、寄附者又はその配偶者等の資産や生活の

状況等について、多角的な観点から検討することが求

められるというべきである。

イ本件においては、亡Aは、本件献金当時、 80

歳前後という高齢であり、種々の身内の不幸を抱えて

いたことからすると、加齢による判断能力の低下が生

じていたり、心情的に不安定になりやすかったりした

可能性があることを否定できない。また、亡Aは、平

成17年以降、 1億円を超える多額の本件献金を行い、

平成20年以降は、 自己の所有する土地を売却してま

で献金を行っており、残りの売得金を松本信徒会に預

け、同信徒会を通じてさらに献金を行うとともに、同

信徒会から生活費の交付を受けていたのであるが、こ

のような献金の態様は異例のものと評し得るだけでな

く、その献金の額は一般的にいえば亡Aの将来にわた

る生活の維持に無視し難い影響を及ぼす程度のもので

あった。そして、亡Aの本件献金その他の献金をめくﾞ

る一連の行為やこれに関わる本件不起訴合意は、いず

れも被上告人家庭連合の信者らによる勧誘や関与を受

けて行われたものであった。

ウこれらを考慮すると、本件勧誘行為については、

勧誘の在り方として社会通念上相当な範囲を逸脱する

かどうかにつき、前記アのような多角的な観点から慎

重な判断を要するだけの事情があるというべきである。

しかるに、原審は、被上告人家庭連合の信者らが本件

勧誘行為において具体的な害悪を告知したとは認めら

れず、その一部において害悪の告知があったとしても

亡Aの自由な意思決定が阻害されたとは認められない、

亡Aがその資産や生活の状況に照らして過大な献金を

行ったとは認められないとして、考慮すべき事情の一

部を個別に取り上げて検討するこどのみをもって本件

勧誘行為が不法行為法上違法であるとはいえないと判

断しており、前記アに挙げた各事情の有無やその程度

を踏まえつつ、これらを総合的に考慮した上で本件勧

誘行為が勧誘の在り方として社会通念上相当な範囲を

逸脱するといえるかについて検討するという判断枠組

みを採っていない。 そうすろルー原審の半||断には‐献

今勧誘行為の違法件に ろ法令の雌 を誤った

結果一 卜記の判断枠組みに なかつ子つ

た違洪があるしいうべきである‐

5以上によれば、原審の前記3の判断には、判決

に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。上

記の趣旨をいう論旨は理由があり、その余の論旨につ

いて判断するまでもなく、原判決中、不服申立ての範

囲である本判決主文第1項記載の部分は破棄を免れな

い。そして、被上告人らの不法行為責任の有無等につ

いて更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件

を原審に差し戻すこととする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

(裁判長裁判官堺 徹裁判官深山卓也裁判官

安浪亮介裁判官岡正晶裁判官宮川美津子）

別紙1

不服の対象

（円）献金

原判決別紙1のエの項のもの 23, 000, 000

原判決別紙1のオの項のもの 11, 490, 000

原判決別紙1のサの項のもの 7， 520， 000

原判決別紙1のシの項のもの 3, 000, 000

原判決別紙1のチの項のもの 790， 000

原判決別紙1のツの項のもの 13， 000， 000

原判決別紙1の卜の項のもの 6， 000， 000

1， 000， 000原判決別紙1のナの項のもの

合計65, 800, 000
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別紙2

合計43， 866， 667

｡

血

I1

21

献金

原判決別紙2のエの項のもの

原判決別紙2のオの項のもの
ｳ

原判決別紙2のサの項のもの

原判決別紙2のシの項のもの

原判決別紙2のチの項のもの

原判決別紙2のツの項のもの

原判決別紙2の卜の項のもの

原判決別紙2のナの項のもの

不服の対象

(円）

15， 333， 333

7， 660， 000

5， 013， 333

2， 000， 000

526， 667

8， 666， 667

4， 000， 000

666， 667
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◎租税特別措置法施行令（平成28年政令第

159号による改正前のもの） 39条の11

7第8項5号括弧書きにいう 「関連者以

外の者が有する資産又は関連者以外の者
が負う損害賠償責任を保険の目的とする

保険」とは、関連者以外の者の資産又は

損害賠償責任に係る経済的不利益を担保
する保険をいう

益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から

2月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年

度における連結所得の金額の計算上、益金の額に算入

する旨を規定する。同条3項1号は、特定外国子会社

等が、同項柱書き所定のものである場合であって、各

事業年度においてその行う主たる事業である保険業を

主として同号所定の者（以下「関連者」という。 ）以

外の者との間で行っている場合として政令で定める場

合に該当するときは、当該特定外国子会社等の当該事

業年度に係る適用対象金額については、同条1項の規

定は適用しない旨を規定する（以下、上記の「政令で

定める場合に該当するとき」という要件を「非関連者

基準」という。 ） 。

上記の「政令で定める場合」につき、租税特別措置

法施行令（平成28年政令第159号による改正前の

もの。以下「施行令」という。 ） 39条の117第8

項5号は、当該各事業年度の収入保険料の合計額のう

ちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するも

の（当該収入保険料が再保険に係るものである場合に

は、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者

が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収

入保険料に限る。 ）の合計額の占める割合が100分

の50を超える場合とする旨を規定する（以下、同号

の括弧書きを「本件括弧書き」という。 ） 。

3原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次

のとおりである。

(1)ア被上告人は、 自動車の製造、売買等を目的と

する連結法人である。

/r NGREは、バーミューダ諸島において設立さ

れた保険業を主たる事業とする外国法人であり、本件

事業年度における被上告人に係る特定外国子会社等に

当たる。

" NRFinanceMexico, S.A. deC､V. SOFOMER

（以下「NRFM」 という。 ）は、メキシコ合衆国に

所在する金融業を営む外国法人であり、平成27年4

月1日から平成28年3月31日までのNGREの事

業年度（以下「本件NGRE事業年度」という。 ）に

おけるNGREに係る関連者に当たる。

=AssurantVidaMexico, S.A. (以下「AVM」

という。 ）は、メキシコ合衆国に所在する保険業を営

む外国法人であり、本件NGRE事業年度におけるN

GREに係る関連者には当たらない。

(2) NRFMは、被上告人の企業グループが製造す

る自動車を割賦で購入する顧客（以下「本件各顧客」

という｡ ） との間で、購入資金を貸し付けることを内

容とする契約（以下「本件クレジット契約」といい、

本件クレジット契約に基づく貸金債権を「本件クレジッ

ト債権」という。 ）を締結していた。

件名法人税更正処分等取消請求事件

最高裁判所令和4年（行上）第373号
①

令和6年7月18日第一小法廷判決破棄自判

上告人国

被上告人日産自動車株式会社

原 審東京高等裁判所

主 文

原判決を破棄する。

被上告人の控訴を棄却する。

控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

理 ，由

上告代理人小原一人ほかの上告受理申立て理由につ

いて

1連結法人である被上告人は、平成28年4月1

日から平成29年3月31日までの連結事業年度及び

課税事業年度（以下、これらを併せて「本件事業年度」

という。 ）に係る法人税及び地方法人税の確定申告を

したところ、処分行政庁から、被上告人がその株式の

全てを間接保有する外国法人であるNissanGlobalRei

nsurance, Ltd. (以下「NGRE」 という。 ）の個別

課税対象金額に相当する金額が、租税特別措置法（平

成28年法律第15号による改正前のもの。以下「措

置法」 という。 ） 68条の90第1項の規定によって、

被上告人の本件事業年度の連結所得の金額の計算上、

益金の額に算入されるなどとして、上記法人税等の各

増額再更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分

を受けた。

本件は、被上告人が、上告人を相手に、上記各処分

のうち被上告人が主張する金額を超える部分（以下

「本件各処分」という。 ）の取消しを求める事案であ

る。

2関係法令の定めは、次のとおりである。

措置法68条の90第1項は、同項各号に掲げる連

結法人に係る特定外国子会社等（以下、単に「特定外

国子会社等」という。 ）が各事業年度において適用対

象金額を有する場合には、その適用対象金額のうち個

別課税対象金額に相当する金額は、その連結法人の収

22



令和6年8月1日第1843号裁判所時報

は、①の金額の100分の50を超える。

（6）処分行政庁は、被上告人に対し、令和2年7月

31日、本件再保険契約に係る収入保険料は、NGR

Eに係る関連者に当たるNRFMの資産を「保険の目

的」 とする保険に係るものであって本件括弧書きの要

件を満たさず、施行令39条の117第8項5号にい

う 「関連者以外の者から収入するもの」に該当しない

ために、同号にいう割合が100分の50を超えない

こととなる結果、NGREは本件NGRE事業年度に

おいて非関連者基準を満たさないなどとして、措置法

68条の90第1項の規定を適用し、前記各増額再更

正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をした。

4原審は、上記事実関係等の下において、要旨次

のとおり判断し、本件各処分は違法であるとして被上

告人の請求を認容した。

本件括弧書きにいう 「資産」や「損害賠償責任」は

例示にすぎず、 「関連者以外の者が有する資産又は関

連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする

保険」 とは、関連者以外の者の資産等に対する保険危

険を担保する保険をいうものと解するのが相当である。

本件元受保険契約は本件各顧客の生命、身体等に対す

る保険危険を担保する保険契約であるから、本件再保

険契約に係る収入保険料は、本件括弧書きにいう 「関

連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う

損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険

料」に当たるものとして施行令39条の117第8項

5号にいう 「関連者以外の者から収入するもの」に該

当し、同号にいう割合が100分の50を超えること

となる結果、NGREは本件NGRE事業年度におい

て非関連者基準を満たすので、措置法68条の90第

1項の適用は除外される。

5 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

（1）施行令39条の117第8項5号は、措置法6

8条の90第1項の規定の適用が除外される場合の要

件の一つである非関連者基準を、主として保険業を行

う特定外国子会社等について具体化するものである。

そして、本件括弧書きは、特定外国子会社等が関連者

との間の保険取引に関連者以外の者を介在させた場合

の収入保険料の取扱いを明確にし、上記の者を形式的

に介在させることによって非関連者基準を充足させ、

同項の適用が除外されることとなるのを防ぐ趣旨に出

たものと解される。

このような本件括弧書きの趣旨に加えて、通常、保

険に加入する者は、保険金の支払を受けることによっ

て経済的不利益の保障、填補を受けることを目的とし

て、保険料を負担して保険契約を締結するものと考え

られることを踏まえると、本件括弧書きは、特定外国

本件クレジッ|､契約には、次のような定めがあった。

ア本件各顧客は、NRFMを最優先の受益者とし

て指定して、本件クレジット債権の未償還残高等を保

障する生命保険及び本件クレジット債権の月額賦払金

の少なくとも6か月分を保障する失業等に係る保険を

内容とする保険契約を締結しなければならない。

イ本件各顧客が上記アの保険契約を締結しない場

合は、NRFMは、所定の保険契約を締結し、これに

本件各顧客を加入させることができ、本件各顧客は、

上記保険契約に係る費用を支払わなければならない。

(3) NRFMは、AVMとの間で、保険期間を平成

26年8月6日から平成27年8月5日までとする保

険契約を締結し、その後、同一の内容で保険期間を同

月6日から平成28年8月5日までとする保険契約を

締結した（以下、これらの契約を併せて「本件元受保

険契約」という。 ) ｡NRFMは、本件各顧客が上記

(2)アの保険契約を締結しない場合、本件各顧客を本件

元受保険契約に加入させた上で、本件各顧客から本件

元受保険契約の保険料に相当する金額を徴収し、保険

料をAVMに支払っていた。

本件元受保険契約には、次のような定めがあった。

アNRFMを優先受益者に指定し、この指定は取

り消すことができない。

イ本件各顧客の死亡及び恒久的な全身の障害が発

生した場合、AVMは、所定の限度額を上限として、

本件クレジット債権の未償還残高を優先受益者(NR

FM)に支払う。

本件各顧客の失業及び一時的な全身の障害が発生し

た場合、AVMは、所定の限度額を上限として、本件

クレジット債権の月額賦払金6か月分を優先受益者

(NRFM)に支払う。

ウ保険料は、本件クレジット債権の期首残高10

0Oメキシコ・ペソ当たり月額0. 96メキシコ・ペ

ソである。

(4) AVMとNGREは、契約期間を平成26年7

月1日から5年間とし、AVMが本件元受保険契約に

おいて引き受ける全保険リスクの70％をNGREに

対して再保険に付し、NGREがこれを引き受けるこ

とを内容とする再保険契約（以下「本件再保険契約」

という。 ）を締結した。

（5）本件NGRE事業年度におけるNGREの収入

保険料の総額は5億2521万4976米ドル（①）

‘であったところ、そのうち関連者以外の者(AVMを

除く。 ）から受領した収入保険料は2億5318万3

120米ドル（②）であり、AVMから受領した本件

再保険契約に係る収入保険料は1149万3075米

ドル（③）であった。②の金額は①の金額の100分

の50を超えないが、②の金額に③の金額を加えた額

"

I
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子会社等が保険者として再保険取引を行うに際し、当

該再保険取引が関連者以外の者の資産又は損害賠償責

任に係る経済的不利益を担保しようとするものである

場合に限り、当該特定外国子会社等が当該再保険取引

から得る収入保険料は関連者以外の者から収入するも

のとして扱うこととしたものと解される。
妻 Lう－［關津者以外の者したがって、 率性 シ

」

が有する盗産叉は關津者以外の者が負う椙害賠償青仔

存保険の目的しする保険｜ とは＝關凍者以外の者の沓

産叉は椙害陪催青仔に係る経済的不矛1l益を担保すこる保

険券いら＊､のし燃すべきである。

（2） これを本件についてみるに、前記事実関係等に

よれば、NRFMは、本件クレジット契約を締結した

本件各顧客が所定の保険契約を締結しない場合には、

本件元受保険契約に本件各顧客を加入させ、本件各顧

客から、本件クレジット債権の残高に応じて定められ

る本件元受保険契約の保険料に相当する金額を徴収し

て保険料をAVMに支払っており、また、本件元受保

険契約においては、NRFMが優先受益者に指定され、

この指定は取り消すことができないこととされるとと

もに、本件各顧客の死亡等又は失業等の保険事故が生

じた場合には、それぞれ、所定の限度額を上限として、

本件クレジット債権の未償還残高又は月額賦払金6か

月分に相当する保険給付を受けることとされていたと

いうのである。

上記のような本件元受保険契約の実質に照らせば、

本件再保険契約に係る保険は、本件NGRE事業年度

におけるNGREに係る関連者に当たるNRFMが有

する資産である本件クレジット債権に係る経済的不利

益を担保するものであるということができる。したがっ

て、上記保険は、本件括弧書きにいう 「関連者以外の

者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責

任を保険の目的とする保険」には当たらないから、N

GREは本件NGRE事業年度において非関連者基準

を満たさず、措置法68条の90第1項の適用が除外

されることとはならない。

6以上によれば、原審の上記判断には判決に影響

を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理

由があり、原判決は破棄を免れない。そしで、前記事

実関係等の下においては、本件各処分にその他の違法

事由も見当たらず、本件各処分は適法であるというべ

きである。そうすると、被上告人の請求は理由がない

から、これを棄却した第1審判決は正当であって、被

上告人の控訴は棄却すべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

(裁判長裁判官岡正晶裁判官深山卓也裁判官

安浪亮介裁判官堺 徹裁判官宮川美津子）
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ンに組み込まれ、最初のブロックから最新のブロック

まで一連のブロックチェーンの情報をNEMのネット

ワーク全体が共有することで、書換えが事実上困難に

なり、取引が確定するというのである。

2所論は、氏名不詳者が不正に入手した秘密鍵を

用いて本件移転行為に係るl､ランザクション情報をN

EMのネットワークに送信した行為は、刑法246条

の2にいう 「虚偽の情報」を与えたことにならず、本

件移転行為は電子計算機使用詐欺罪に該当しないから、

本件NEMは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規

制等に関する法律（以下「組織的犯罪処罰法」という。 ）

2条2項1号にいう 「犯罪行為により得た財産」に当

たらず、被告人には、令和4年法律第97号による改

正前の組織的犯罪処罰法11条違反の罪（以下「犯罪

収益等収受罪」という。 ）は成立しないと主張する。

3 しかしながら、NEMのネットワークに参加し

ている者は、 自らの管理するNEMアドレスに紐づけ

られている秘密鍵で署名しなければ、 トランザクショ

ンがNiSノードに承認されることも、ブロックチェー

ンに組み込まれることもなく、NEMの取引を行うこ

とができないのであるから、秘密鍵で署名した上でト

ランザクション情報をNEMのネットワークに送信す

ることは、正規に秘密鍵を保有する者によるNEMの

取引であることの確認のために求められるものといえ

る。この上うな事情の下では‐氏楽不詳者が、丞正1里

入圭L方A汁のNEMの秘密鍵で雲楽した卜で本件移

転行為に係るトランザクション情報をNEMのネ､ソト

刑事

◎不正に入手した暗号資産NEMの秘密鍵

で署名した上でNEMの移転行為に係る
トランザクション情報をNEMのネット
ワークに送信した行為が刑法246条の
2にいう 「虚偽の情報」を与えたものと
された事例

件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に

関する法律違反被告事件

最高裁判所令和4年（あ）第1460号

令和6年7月16日第三小法廷判決棄却

被告人千田啓太

原審東京高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人倉地智広、同伊藤建、同松田一星の上告趣意

のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を

引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、

憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事

実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に

当たらない。

所論に鑑み、職権で判断する。

1原判決が是認する第1審判決の認定及び記録に

よれば、被告人が収受した暗号資産（仮想通貨）であ

るNEMは、氏名不詳者が、不正に入手したA株式会

社（以下「A社」という。 ）のNEMの秘密鍵を用い

て、A社の管理するNEMアドレスから氏名不詳者ら

の管理するNEMアドレスに移転させたNEM(以下

「本件NEM」 という。 ）の一部であったと認められ

る（以下、本件NEMの移転行為を「本件移転行為」

という。 ） 。そして、NEMの取引においては、取引

日時、取引数量、送受信アドレス等の取引に必要な情

報（以下「トランザクション情報」という。 ）を、送

信元のNEMアドレスに紐づけられている秘密鍵で署

名した上でNEMのネットワークに送信すると、NE

Mのネットワークを構成するいずれか一つのNISノー

ド（サーバ）が、送信元のNEMアドレスに紐づけら

れている公開鍵で、署名が秘密鍵によってなされたも

のであるかを検証し、 トランザクション情報の整合性

を機械的に確認して、 トランザクションを承認し、こ

うして承認されたトランザクションが、他の承認され

たトランザクションとともにまとめて一つのブロック

として生成され、これが順次積み重なりブロックチェー

l土箙頬に秘密郷浄保有するA
一
一
一 手行熱－クにう

社がNEMの取引券する#､のであるとの「虎偽の情報｜

"NEMのネ､ソトワークを槌成すろNTSノードに与

黄弁*､のシいうべ費であ_る"－したがって、本件移転行

為が電子計算機使用詐欺罪に該当し、本件NEMが組

織的犯罪処罰法2条2項1号にいう 「犯罪行為により

得た財産」に当たるとして、その一部を収受した被告

人について、犯罪収益等収受罪の成立を認めた第1審

判決を是認した原判断は正当である。

よって、刑訴法414条、 396条により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁

判官今崎幸彦、同林道晴の各補足意見がある。

裁判官今崎幸彦の補足意見は、次のとおりである。

私は、法廷意見に賛同するものであるが、上告趣意

が、NEMのシステムは、主体情報を認証しないので

あるから、氏名不詳者が不正に入手したA社のNEM

の秘密鍵で署名した上で本件移転行為に係るl､ランザ

クション情報をNEMのネットワークに送信した行為

は、 「虚偽の情報」を与えたことにならないなどと主

張していることに関連し、私なりの理解を補足してお

きたい。

6

"NRMのネ､ソ
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NEM等の暗号資産は、資金決済に関する法律上、

不特定の者に対して決済手段として使用でき、かつ不

特定の者との間で売買、交換を行うことができるよう

な財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移

転することができるものと定義されている。本件当時

においても、ブロックチェーンや公開鍵暗号等の技術

を用いた数多くの暗号資産が発行されており、秘密鍵

による排他的支配可能性を前提に、資産等としての利

用が急速に拡大し、幅広く取引の対象とされそのため

の市場が形成されていたということができる。

こうしたNEM等の暗号資産が社会経済において果

たしている役割や重要性等に照らし、資金決済に関す

る法律等は、暗号資産のネットワークに参加している

暗号資産交換業者に対し、暗号資産交換業者を介して

取引を行う利用者保護のための規制を設け、また、本

件後ではあるが、金融商品取引法は、令和元年法律第

28号による改正により、暗号資産の不公正取引を規

制し、暗号資産のネットワークに参加している者らの

権利のより直接的な保護を図っている。正規の秘密鍵

保有者でない者が不正に入手した秘密鍵で署名した上

で、当該秘密鍵が紐づいているアドレスから他のアド

レスにNEM等の暗号資産を移転させた場合、正規の

秘密鍵保有者が暗号資産を移転させた者に対し、少な

くとも不当利得や不法行為等を理由とした民事上の請

求を行うことができることについても大方の異論のな

いところであろう。

刑事の分野においても、正規の秘密鍵保有者のNE

Mに対する権利を害する行為は、構成要件に該当する

限り処罰の対象となり得る。

NEMが不特定多数のネットワーク参加者を得て取

引の対象とされているのは、NEMのシステムによる

取引における静的、動的安全の確保に対し、社会の信

頼があるからにほかならない。 「虚偽の情報」該当性

は、こうしたNEMの利用実態、ひいてはNEM等の

暗号資産が社会経済において果たしている役割や重要

性等の観点からの考察抜きに判断することはできない

のであって、システム単体としての仕組みや働き等か

らロジカルに演緯されるものではない。本件において、

正規の秘密鍵保有者でない氏名不詳者は、不正に入手

したA社の秘密鍵で署名した上で、当該秘密鍵が紐づ

いているA社の管理するNEMアドレスから氏名不詳

者らの管理するNEMアドレスにNEMを移転させる

旨の本件移転行為に係るトランザクション情報をNE

Mのネットワークに送信した。確かに、NEMのシス

テムは、 トランザクション情報に署名した者が正規の

秘密鍵保有者であるか否かを判別する仕組みを持たな

い。しかし、上述のようなNEMのシステムに対する

社会の信頼は、正規の秘密鍵保有者が秘密鍵の管理を

通じてNEMを排他的に支配することができることに

よって確保される。正規の秘密鍵保有者以外の者が不

正な方法で秘密鍵を入手し、これで署名することは、

正規の秘密鍵保有者のNEMに対する排他的支配を害

し、NEMのシステムに対する社会の信頼を損なう。

こうした観点も踏まえれば、不正に入手した秘密鍵で

署名した上で本件移転行為に係るトランザクション情

報をNEMのネットワークに送信した行為は、正規の

秘密鍵保有者であるという意味での主体を偽ったトラ

ンザクション情報をNEMのネットワークを構成する

NISノードに与えた行為と評することができるので

あり、電子計算機に「虚偽の情報」を与える行為にほ

かならない。

裁判官林道晴は、裁判官今崎幸彦の補足意見に同調

する。

検察官横井朗、同白井智之、同江渕悠紀公判出席

(裁判長裁判官林道晴裁判官宇賀克也裁判官

渡退惠理子裁判官今崎幸彦）

●
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刑事

最高裁判所判例要旨
○児童に児童買春、児童ポルノに係る行為
等の規制及び処罰並びに児童の保護等に

関する法律2条3項各号のいずれかに掲

げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影

するなどして児童ポルノを製造したとい

う事実について、当該行為が同法7条4

項の児童ポルノ製造罪にも該当するとき
に、同条5項を適用することの可否

民事

株券の発行前にした株券発行会社の

株式の譲渡の譲渡当事者間における

効力

株券発行会社の株式の譲受人が民法

（平成29年法律第44号による改正前

のもの）423条1項本文により譲渡

人の株券発行会社に対する株券発行
請求権を代位行使することの可否

○1

2

’
令和5年（あ）第1032号
令6 ． 5 ． 21三小判棄却
刑集78巻2号本誌1840号

’

令和4年（受）第1266号
令6．4． 19二小判破棄差戻し
民集78巻2号本誌1838号

児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及

び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号

のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮

影するなどして児童ポルノを製造したという事実につ

いて､当該行為が同法7条4項の児童ポルソ製造罪に

も該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造

罪が成立し、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は

同項を適用することができる。

株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、

譲渡当事者間においては､当該株式に係る株券の

交付がないことをもってその効力が否定されるこ

とはない。

株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人に対する

株券交付請求権を保全する必要があるときは、民

法（平成29年法律第44号による改正前のもの）

423条1項本文により、譲渡人の株券発行会社

に対する株券発行請求権を代位行使することがで

きる。

1

2

追記上記「刑集78巻2号」の表記が「民集78巻2号」
と誤っていましたので訂正しました（8月2日） 。
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裁判所時報 令和6年8月1日第1843号

最高裁判所裁判例要旨 ○労働者と使用者との間に当該労働者の職
種及び業務内容を特定のものに限定する

旨の合意がある場合において、使用者が

当該労働者に対してした異なる職種等へ

の配置転換命令につき、配置転換命令権

の濫用に当たらないとした原審の判断に
違法があるとされた事例

民事

○外国人の技能実習に係る監理団体の指導

員が事業場外で従事した業務につき、労

働基準法38条の2第1項にいう 「労働

時間を算定し難いとき」に当たらないと

した原審の判断に違法があるとされた事
例

令和5年（受）第604号

令6．4．26二小判破棄差戻し

裁判集民271号本誌1838号

’ ’
令和5年（受）第365号
令6 ． 4 ． 1 6三小判
一部破棄差戻し、一部棄却
裁判集民271号本誌1837号

労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務

内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合にお

いて、使用者が当該労働者に対してその同意を得るこ

となくした異なる職種等への配置転換命令につき、使

用者が同命令をする権限を有していたことを前提とし

て、その濫用に当たらないとした原審の判断には、違

法がある。

外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場

外で従事した業務につき、就業日ごとの始業時刻、終

業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びお

およその業務内容等を記入した業務日報が提出されて

いた場合において、次の(1)、 (2)など判示の事情の下で、

業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分

に検討することなく、業務日報による報告のみを重視

して、上記業務につき労働基準法38条の2第1項に

いう 「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえ

ないとした原審の判断には､同項の解釈適用を誤った

違法がある。

(1)上記業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、

技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際

の通訳等であった。

(2) 上記指導員は、上記業務に関し、訪問の予約を行

うなどして自ら具体的なスケジュールを管理して

おり、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をと

ることや自らの判断により直行直帰することも許

されていたものであって、随時具体的に指示を受

けたり報告をしたりすることもなかった。

（補足意見がある。 ）
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令和6年8月1日第1843号裁判所 II寺報

記事

◎叙位・叙勲（5月分、死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和6年5月、死亡者のみ） 」

のとおり

◎遺族追賞（7月分）

別紙「遺族追賞（令和6年7月分） 」のとおり

◎人事異動 1

I

依願退官

神戸地方裁判所判事補 小林郁也
（7月6日）

福岡地方・家庭裁判所判事補

東京地方・家庭裁判所判事補 清水洋佑

東京地方裁判所判事補

釧路家庭・地方裁判所判事補 加藤優輝

（以上7月7日）

山口家庭・地方裁判所岩国支部判事補

東京家庭裁判所判事補 佐野東吾

定年退官

宗像簡易裁判所判事 踊頼眞司

（以上7月8日）

宗像簡易裁判所判事

福岡簡易裁判所判事 末廣元保

（7月9日）

横浜地方・家庭裁判所判事補

長崎家庭・地方裁判所判事補 重田裕之

（7月11日）

福岡地方・家庭裁判所久留米支部判事補吉元祥太郎

（7月16日）

長崎地方・家庭裁判所佐世保支部判事補

東京地方・家庭裁判所判事補 矢崎達彦

定年退官

大阪高等裁判所判事 山田明

（以上7月17日）

大阪高等裁判所判事

和歌山地方・家庭裁判所長 嶋末和秀

和歌山地方・家庭裁判所長

さいたま地方・家庭裁判所判事 佐々木一夫

さいたま地方・家庭裁判所判事

東京高等裁判所判事 江見健一

（以上7月18日）

a
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裁判所時報 令和6年8月1日第]､843号

◎
金
融
商
品
取
引
法
等
に
よ
る
第
三
者
の
財
産
等
の
没
収
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

◎
金
融
商
品
取
引
法
等
に
よ
る
第
三
者
の
財
産
等
の
没
収
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

（
令
和
六
年
七
月
一
日
公
布
最
商
裁
判
所
規
則
第
一
三
号
）

標
記
の
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）
が
、
令
和
六
年
七
月
一
日
に
公

布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
七
十

九
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
金
融
商
品
取
引
法
等
に
よ
る
第
三
者
の
財
産
等
の
没
収
手

続
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
及
び
新
旧
対
照
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
．
）

《
金
融
商
品
取
引
法
等
に
よ
る
第
三
者
の
財
産
等
の
没
収
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

（
規
則
本
文
は
省
略
。
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

､

新
旧
対
照
条
文
Ｉ
別
添
の
と
お
り

’ ’最
高
裁
判
所
規

則
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(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和6年5月、死亡者のみ）

元最高裁判所司法研修所教官 石井芳光 5.5

従五位

元大阪高等裁判所判事 安達嗣雄 5.9

正四位

瑞中

元日本弁謹士連合会常務理事 原 陽三郎 511

従五位

元最高裁判所判事 佐藤庄市郎 5．21

従三位

元広島高等裁判所判事 荒木恒平 5．22

従三位

大阪簡易裁判所主任書記官 田中浩一郎 5．26

従五位

瑞双

神戸家庭裁判所尼崎支部主任書記官 深 計之 5．26

従五位

瑞双

元日本弁護士連合会常務理事 増市 徹 5．27

従五位

旭小

元日本弁謹士連合会理事 坂本仁郎 5．29

従五位



(別紙）

遺族追賞（令和6年7月分）

、

ノ

《

、

ノ

＄
● ｡

津地方・家庭裁判所調停委員 へ

ウ q隼

佐々木了証
1

5．23 銀杯



裁判所時報第1843号別添

金
融
商

別
表

金
融
商

ロ
叩

取
引
法
等
に
よ
る
第

－

ロ
叩

取
引
法
等
に
よ
る
第

新

三

者
の
財
産
等
の
没
収
手
続
に
関
す
る
規
則

一
一
一

者
の
財
産
等
の
没
収
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

別
表

へ

平
成
一
一

十
一
ハ

年
最
高
裁
判
所
規
則
第

へ

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分

旧

六

号
一 …

へ

略
一

1
百

号
曾

へ

平

成

十

二

年

法

律

第

二

項

及
び
第

へ

略
一

（
同
上
）

成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）

へ

平

1
及
び
第
二
項

（
同
上
）


